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法 人 税

生成AI 技術モデルのためのソフトウエア開発の税務

成蹊大学名誉教授　成道 秀雄

事 例

　我が社は中堅のホームセンターで，ホームページではクラウドサービスで商品を顧客に
紹介している。そして，このたび生成AI技術モデルでもって，顧客からの商品の質問に対
しては，言語形式で回答をするシステムを組み入れることで，販売の促進を図ることにし
た。
　そこで，現在の顧客への商品紹介のクラウドサービスのシステムの言語形式の質問形式
のための生成AI 技術モデルを組み入れるにおいて，我が社のシステムエンジニアが自社
開発を進めていくか，あるいはIT企業から無償又は有償で借用するか，経理担当の私には，
今のところ分からないが，いずれによるとしてもどのような会計処理，税務処理がなされ
ることになるか，事前に検討することにして，ご教示願いたい。

解説

　近年，生成AI 技術モデルのためのソフトウエアを開発して，顧客に対話型検索サービスを
提供する企業が増えている。オープン AI の大規模言語技術モデル GPT‒₄o を実装した
ChatGPT やマイクロソフトの Copilot は身近に使われているが，企業によっては生成AI 技術
モデルを自社開発したり，あるいは上記オープンAI等を開発した生成AI技術モデルを含めて，
他の IT企業が開発した生成AI 技術モデルを無償（オープンソース）で，あるいは有償（クロ
ーズドソース）で使用したりすることもある。さらに生成AI 技術モデルを委託開発すること
も多い。生成AI 技術モデルを実装したソフトウエアの開発が終わってリリースあるいはクラ
ウドサービスを提供した後も，生成AI 技術モデルにおいては，実用化に至るまで，相当の期
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間を要するとされている。すなわち精度の高い生成AI 技術モデルとなるまでである。となる
と，ソフトウエアをリリースしてからであるが，生成AI 技術モデルを自社開発している場合，
あるいは無償又は有償でカスタマイズしている場合も，それらの開発に要する運用・保守フェ
ーズに係る費用やソフトウエアのバージョンアップの費用もかなりの額となることが予想され
る。
　そこで，まずは生成AI 技術モデルとソフトウエアの開発工程の概要を示してみる。

Ⅰ　生成AI 技術モデルとソフトウエアの開発工程

１　生成AI 技術モデルの開発工程
（1）構想フェーズ
　① 事業目的の明確化　事業目的を達成するには，どのように生成AI 技術モデルを開発すれ

ばよいかを明確にする。そのための課題を洗い出し，生成AI 技術モデルによってどの業
務の自動化が可能かを検討する。

　②  ROI（Return on Investment）の検討　生成AI 技術モデルの開発には巨額な費用を要す
る場合があるので，十分に費用対効果が期待できるかを検討する。

（2）PoCフェーズ（Proof of Concept「概念実証」）
　上記構想フェーズが実現可能かを検証する。
　①生成AI 技術モデルの開発スケジュールを作成する。
　②生成AI 技術モデルのためのデータを用意する。
　③生成AI 技術モデルの「プロトタイプ」を制作する。
　④「プロトタイプ」でデータを学習，検証する。
　①を受けて，上記（₁）構想フェーズが実現可能か，オペレーションに問題がないか，データ
の質と量は十分かを判断する。検証結果の報告でゴーサインが出れば，制作された「プロトタ
イプ」を実用化するために，次の実装フェーズでもって生成AI 技術モデルのためのソフトウ
エアの開発が進められる。

２　生成AI 技術モデルを実装したソフトウエアの開発工程
（1）実装フェーズ
① 要件定義　生成AI 技術モデルを最大限に生かせるソフトウエアを開発するためには，ど
のような機能や性能を持つかを決定する。

②設計
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　（ⅰ） 外部設計　①で示された機能や性能を満たすソフトウエアを設計する。
　（ⅱ） 内部設計　「（ⅰ）外部設計」で示されたソフトウエアが正常に作動するように，具

体的なプロセスを設計する。
③ プログラミング（コーディング）　プログラミング言語を使って，コンピューターに指示
や命令を記述するプロセスをいう。

④ 開発　上記（₁）構想フェーズ，（₂）PoC フェーズで自社開発した生成AI 技術モデルのプ
ロトタイプの完成したものを実装（取り付け）すると同時に大規模な学習データを用いて，
ソフトウエアが自然な対話を生成できるように訓練する。

⑤テスト
　（ⅰ） 単体テスト　プログラムの構成ユニットが正しく機能しているかをチェックする。
　（ⅱ） 結合テスト　ユニットを組み合わせて実際にスムーズに作動しているかをチェック

する。
　（ⅲ） システムテスト　システムが正常に作動しているかをチェックする。
　（ⅳ） 運用テスト　顧客にリリースしたと仮定して，顧客が正常に作動しているかをチェ

ックする。
⑥バグ修理 　プログラムのバグ（エラー）を最終チェックし，それを修正する。

（2）リリース，運用・保守フェーズ
　上記テスト，バグ修理でもって問題がなければ，いよいよ顧客にリリースされる。しかし，
実際の生成AI 技術モデルの開発では，リリース後もデータの学習とチューニング（₁）を繰り返
して精度を上げていく必要がある。（₁）構想フェーズで定めた目標やROIを達成するためには，
日常的にモニタリングを続けることになる。
〈参考〉GALK「AI 開発のプロセスとは？」更新日 ₂₀₂₃ 年 ₁₂ 月４日．www.galk-jp.com
板野竜也「Future Tech Blog　LLMの開発フロー」₂₀₂₃．₀₉．₁₂．future-architect.github.io
Laboro「AI 開発の基礎。概要から開発の流れ、必要なものを開発」₂₀₂₀．₁₁．₁₁．laboro.ai/
activity/column
　上記のフェーズの流れ図は次のようになる。

 （₁）  KPI（Key Performance Indicater　目標達成に必要なプロセスが正常に機能しているかを評価するため
の定量指標）を定めた上で，その達成度を見ながら，場合によっては学習データを追加して調整する。



- 4 -

法 人 税

減価償却開始

クラウドサービス提供→

［通常のソフトウエアの開発工程］

資本的支出

減価償却開始

５年目４年目３年目２年目１年目

５年目４年目３年目２年目１年目

資産計上試験研究

資産計上試験研究

利用開始ソフトウエア

利用開始ソフトウエア

プロトタイプ

完成制作開始開発開始

完成制作開始開発開始

クラウドサービス提供→生成AI 技術モデルのプロト
タイプの完成したものの実装

［生成AI 技術モデルを組み入れたソフトウエアの開発工程］

プロトタイプ

［生成AI 技術モデルの開発工程］
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３　生成AI 技術モデルの委託開発
　委託によって生成AI 技術モデルを開発するとなると，委託開発会社と貴社との協議によっ
て開発を進めていくことになるが，貴社はまず，構想フェーズでは，顧客情報等の保有データ
を準備することになる。間違ったデータや関係のないデータが紛れ込んでいたならば，その内
容を確認して，整理，修正をしておく必要がある。貴社の PoC フェーズ，実装フェーズでは，
委託開発会社が実際に生成AI 技術モデルの開発に入るので，貴社は準備した学習データを委
託開発会社に提供することになる。そして生成AI 技術モデルのプロトタイプから生成AI 技
術モデルが完成した後は，委託開発会社とともに生成AI 技術モデルの精度を検証することに
なる。
　実装フェーズのテストで問題がなければ，運用フェーズに入る。実際の環境でソフトウエア
に組み込まれた生成AI 技術モデルが正しく稼働するかを確認し，ここで問題がないとされれ
ば，業務に導入することになる。
　上記自社開発と同様に，委託であっても同様に，運用・保守フェーズの後も生成AI 技術モ
デルの学習を続けて，精度を高めていく必要がある。そのためリリース後も貴社は当初に定め
た「課題が解決されているか」，「目的が達成されているか」のモニタリングを続けることにな
る。もし期待通りでなかったなら，学習データを追加するなどのチューニングが必要となる。

Ⅱ　生成AI 技術モデルの開発工程の会計処理と税務処理

　上記生成AI 技術モデルとソフトウエアのそれぞれの開発工程では研究開発費が投じられて
いるが，それぞれの会計処理と税務処理は次のようになる。

１　生成AI 技術モデルの開発工程の会計処理
（1）「研究開発費等に係る会計基準」平成 10 年３月 13 日（以下「会計基準」とする）
　「会計基準」では，研究開発を「研究」と「開発」に区分して，次のように定義している。
研究及び開発の範囲
１　「会計基準」では，「研究とは，新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探究」で
あり，「開発とは，新しい製品・サービス・生産方法（以下，「製品等」という。）についての計
画若しくは設計又は既存の製品等を著しく改良するための計画若しくは設計として，研究の成
果その他の知識を具体化すること」をいうとされている（会計基準一１）。これら「研究」，「開
発」の典型例としては以下のものを挙げることができる（「研究開発費及びソフトウェアの会
計処理に関する実務指針」（以下「実務指針」とする。））。
①　従来にはない製品，サービスに関する発想を導き出すための調査・探究
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②　新しい知識の調査・探究の結果を受け，製品化，業務化等を行うための活動
③　従来の製品に比較して著しい違いを作り出す製造方法の具体化
④　従来と異なる原材料の使用方法又は部品の製造方法の具体化
⑤　既存の製品，部品に係る従来と異なる使用方法の具体化
⑥　工具，治具，金型等について，従来と異なる使用方法の具体化
⑦　新製品の試作品の設計・製作及び実験
⑧　商業生産化するために行うパイロットプラントの設計，建設等の計画
⑨　取得した特許を基にして販売可能な製品を製造するための技術的活動

（2）「2024 年科学技術研究調査 調査票記入上の注意」総務省統計局（以下「科学技術調査
票」とする）

　研究開発は，概念的には「基礎研究」，「応用研究」，「開発研究」と段階的に区分されている。
科学技術・イノベーション基本法第２条第３項では次のように定めている。
　「この法律において『研究開発』とは、基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発
を含む。」
　そして「基礎研究」，「応用研究」及び「開発研究」のそれぞれの具体的内容については，「科
学技術調査票」で次のように述べている（₂₁ 頁）。
　基礎研究 　自然界に存在する科学的な事実（理論，法則，物質，属性，性質，現象など）を

発見・立証する研究です。その研究成果は「もとから存在するもの」なので，通常
は研究成果の排他的な利用権を主張することはできません（研究成果を他者に公開
することは拒否できても，他者が自らそれを発見し，利用することを妨げることは
できません。）。そのため，基礎研究の成果は一般に学術論文の形で発表されます。

　応用研究 　知られている科学的な事実（この場合は経験則を含む。）を，目的とする用途の
役に立つかどうか調べる研究，あるいは既に何かに利用されているものを，別の用
途に役立てられないか調べる研究です。……「科学的事実の利用方法」についての
研究なので，その成果には一般に排他的な利用権（特許など）が認められます。

　開発研究 　目的の用途に利用できることが確認できた科学的な事実を活用し，付加的な知識
を創出して，実社会で実際に利用可能な形（製品，サービス，システム，装置，材
料，工程，薬品など）にする研究です。実社会で利用するために，社会的規制の必
要から行われる研究（品質，安全性や経済性の確保など）も含まれます。
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科学技術調査票
研　　究　　開　　発

基　礎　研　究 応　用　研　究 開　発　研　究

自然界に存在する科学的な事
実（理論，法則等）を発見・
立証する研究

知られている科学的な事実を，目的とする用途
に役立つかどうか調べる研究，あるいは既に何
かに利用されているものを，別の用途に役立て
られないか調べる研究

目的の用途に利用できることが確認できた科学
的な事実を活用し，付加的な知識を創出して，
実社会で利用可能な製品，サービス，システム，
装置，材料，工程等にする研究

　会計基準の「開発」の「著しく改良 ─ 」であるが，科学技術調査票の応用研究の「 ─ ，
あるいは既に何かに利用されているものを，別の用途に役立てられないか ─ 」と同義に解し
てよいように思われる。別の用途に役立てるためには著しい改良が必要と思われるからである。
　なお，会計基準では研究開発を「研究」と「開発」に区分したことは，「応用研究」，「開発研
究」は一体となっていることから区分しにくいとの考えがあろう。
　ここのホームセンターの生成AI 技術モデルの開発工程で，開発の開始が基礎研究から始ま
っているのか，応用研究から始まっているか定かではないが，全くの自社開発であれば，基礎
研究から始まっているといえるであろうし，他のITの開発した生成AI技術モデルを無償又は
有償でライセンスの供与を受けるのであれば，応用開発からということもあろう。特許は通常
では応用研究の段階で取得するものであるが，応用研究は基礎研究の上に進められるものであ
るから，特許権の帰属先がホームセンターとなるか，生成AI技術モデルを貸与している IT企
業のいずれにあるか，あるいは共有かは，事実関係によろう。
　研究開発費は，発生時に将来の収益を獲得できるか否か不明であり，また，研究開発計画が
進行し，将来の収益獲得が高まったとしても，依然としてその獲得が確実とはいえないことか
ら，企業会計上は資産に計上することなく発生時の費用として処理している（会計基準四２）。
本事例での自社利用目的の生成AI 技術モデルを自社開発する場合には，その研究開発費は，
その発生の都度，その事業年度の期間費用として処理される。それゆえ，生成AI 技術モデル
の取得価額はゼロとなるのが通常であろう。上記（₁）から（₄）のフェーズの流れ図で，（₂）
PoC フェーズ③で「プロトタイプ」を制作し，④でその「プロトタイプ」でデータを学習，検
証しているが，このプロトタイプは販売目的のものでなく，もとより有形資産でないので，そ
れが実用化しても，棚卸資産や貯蔵品として資産計上することはない。本事例で，生成AI 技
術モデルの特許権の取得を目論んでいる場合には，企業会計上では特許権を出願するまでの費
用は一括費用計上しておいて，特許権の取得が確実となったところで，その登録料を無形固定
資産たる特許権として計上することになろう。
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（3）研究開発費と開発費の区分
　上述したように企業会計上の研究開発費は，会計基準によって，研究開発を「研究」と「開
発」に区分し，「開発」では，その完成する対象を製品とサービス，生産方法の３つに限定して
いる。それゆえ，それ以外の対象となる開発は，企業会計基準委員会の実務対応報告第 ₁₉ 号
「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」（改正平成 ₂₂ 年２月）によると，（₁）新技術又は
新経営組織の採用，資源の開発，市場の開拓等のために支出した費用，（₂）生産能率の向上又
は生産計画の変更等により，設備の大規模な配置替えを行った場合等の費用をあげている（実
務対応報告３（₅））。これらから発生する開発費は，研究開発費と同じく，支出時に費用（売上
原価又は販売費及び一般管理費）として処理されるが，繰延資産として計上することもできる。
その場合には，その効果の及ぶ期間にわたって，定額法その他の合理的な方法によって，規則
的に償却しなければならないとされている。
　これらの開発費は，研究開発費の発生する前に発生することもあれば，研究開発費と平行し
て，あるいはその後に発生することもあろう。研究開発費は発生時に費用処理されるが，開発
費の場合は期間費用となる場合もあれば，繰延資産として規則的に償却されることもある。
　米国オープンAI は，₂₀₂₂ 年から赤字が続いており，米メディアの報道によると，₂₀₂₄ 年の
損失は ₅₀ 億ドルに達するとのことである。ChatGPTへの研究開発費とサーバーが稼働してい
るデータセンターへの設備投資への巨額な投資によるものであろう。オープンAIが ₂₀₂₃ 年に
発表した大規模言語モデル「GPT‒₄」の研究開発費は ₇₈₃₅ 万ドルとなり，₂₀₂₀ 年発表の
「GPT‒₃」の約 ₂₀ 倍に膨れあがり，一方，利用料金は劇的に下がっている。年間売上高は，前
年比 ₂．₅ 倍の ₃₇ 億ドルに伸びているものの，研究開発費をまかなえない「キャッシュバーン」
の状態が続いている。
　現在進行中の「大技術革新」がどれほど続くかにもよるが，研究開発費も，開発費と同様に
繰延資産としても扱えるようにして，規則的な定額償却も認め，そのような業況のよいときに
は，それに合った一応の利益が計上できるようにすべきではないか。

２　生成AI 技術モデルの開発工程の税務処理
　租税特別措置法第 ₄₂ 条の４第 ₁₉ 項第１号に，試験研究費として，大きく，（₁）製品の製造
又は技術の改良，考案若しくは発明に係る試験研究（新たな知見を得るため又は利用可能な知
見の新たな応用を考案するために行うものに限る。）のために要する費用と（₂）対価を得て提
供する新たな役務の開発に係る試験研究のために要する費用で，いずれも損金の額に算入され
るものの２つの類型に分かれている。
　さらに租税特別措置法施行規則（以下「措置法規則」とする。）第 ₂₀ 条第 ₁₉ 項第１号，第２
号でもって試験研究費を次のように区分している。



- 9 -

法 人 税

　基礎研究 　特別な応用又は用途を直接に考慮することなく，仮説及び理論を形成するため又
は現象及び観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実
験的な試験研究

　応用研究 　特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる試験研究又は既に実用化されてい
る方法に関して新たな応用方法を探索する試験研究

　工業化研 究　基礎研究及び応用研究並びに実際の経験から得た知識を活用し，付加的な知識
を創出して，新たな製品等（製品，半製品，役務の提供，技術の提供，装置，仕組
み，工程その他これらに準ずるもの及びこれらの素材）の創出又は製品等の改良を
目的とする試験研究

　上記の「科学技術調査票」の「基礎研究」，「応用研究」，「開発研究」と比較すると，措置法
規則では「基礎研究」，「応用研究」，「工業化研究」となっており，「開発研究」と「工業化研
究」の名称が異なっている。その内容をみると，「 ─ 付加的な知識を創出して， ─ 」等は一
字一句異ならず，また，具体的な加工物として，製品，役務の提供，装置，工程など同様なも
のをあげていることから，かなり類似した内容になっている。また，科学技術調査票の応用研
究で「……あるいは既に何かに利用されているものを，別の用途に役立てられないか……」は，
措置法規則の応用研究の「……既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する
……」はいずれにおいて製品等の改良を意味していることに等しく，会計基準では著しい改良，
措置法規則ではただの改良とされている違いがある。もっとも会計基準での開発の著しい改良
は期間費用に，措置法規則の工業化研究の改良は製造原価を構成している。
　そして，法人税基本通達 ₅‒₁‒₄ の（₂）では，その「工業化研究」について，次のように示し
ている。
　「次に掲げるような費用の額は，製造原価に算入しないことができる。
（₁） ─
（₂） 試験研究費のうち，基礎研究及び応用研究の費用の額並びに工業化研究に該当することが

明らかでないものの費用の額
─ 」
　すなわち，試験研究費のうち基礎研究及び応用研究に要した費用は，未だ特定の製品等の生
産に至らない段階のもので，生産のため又は生産に付随して要した費用に当たらないものと考
えられるが，工業化研究の試験研究費は，原則として製造原価に算入すべきものであるが，工
業化研究に該当することが明らかでないものは，製造原価に算入しないことができるとしてい
るのである（松尾公二編『第十一訂版法人税基本通達逐条解説』₅₇₈ 頁 ₂₀₂₃ 年７月税務研究会
出版局）。
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会計基準
研　究　開　発　費

研　　究 開　　発

新しい知識の発見のため
の計画的な調査，探求

新しい製品・サービス・生産方法の計画，設計又は
既存の製品・サービス・生産方法の著しい改良のた
めの計画，設計として，研究成果その他の知識の具
体化

期　　間　　費　　用

措置法規則
試　　験　　研　　究　　費

基　礎　研　究 応　用　研　究 工　業　化　研　究
不明（注）

新しい知識を得るための
理論的，実験的研究

特定の目標の実用化又は既に応用
化している方法の新たな応用方法
の探求の試験研究

新しい製品等（製品，役務の提供，
工程等）の創出又は製品等の改良
のための試験研究

期　　間　　費　　用 製　造　原　価

（注）工業化研究に該当するかどうかが不明（法基通 ₅‒₁‒₄（₂））

　ここで措置法規則の「工業化研究」は製品化の目途がついた製品等の工業化又は量産化のた
めの研究で，既存製品や既存技術の通常の改良等も含まれるものとしている。
　ちなみに，会計基準の実務指針では研究・開発に含まれない典型例を次のようにあげている
（実務指針 ₂₆）。
①製品を量産化するための試作
②品質管理活動や完成品の製品検査に関する活動
③仕損品の手直し，再加工など
④製品の品質改良，製造工程における改善活動
⑤既存製品の不具合などの修正に係る設計変更及び仕様変更
⑥客先の要望等による設計変更や仕様変更
⑦通常の製造工程の維持活動
⑧機械設備の移転や製造ラインの変更
⑨特許権や実用新案権の出願などの費用
⑩外国などからの技術導入により製品を製造することに関する活動

　まさに①は新製品の量産化研究であり，④，⑤，⑥，⑦，⑧などは既製品の量産化研究に係
わってくる。要するに量産化研究は会計基準では研究開発費として期間費用に含められること
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はないが，法人税では試験研究費に含まれるものの製造原価とされることになる。もっとも，
租税特別措置法通達 ₄₂ の４（₁）‒₂ では，「試験研究に含まれないもの」として次のように示し
ている。
　「（試験研究に含まれないもの）
措通 ₄₂ の４（₁）‒₂　措置法第 ₄₂ 条の４第 ₁₉ 項第１号イ（₁）に規定する試験研究には，例え
ば，次に掲げる活動は含まれない。（省略）
（₁）人文科学及び社会科学に係る活動
（₂）リバースエンジニアリング（既に実用化されている製品又は技術の構造や仕組み等に係る

情報を自社の製品又は技術にそのまま活用することのみを目的として，当該情報を解析する
ことをいう。）その他の単なる模倣を目的とする活動

（₃）事務員による事務処理手順の変更若しくは簡素化又は部署編成の変更
（₄）既存のマーケティング手法若しくは販売手法の導入等の販売技術若しくは販売方法の改良

又は販路の開拓
（₅）性能向上を目的としないことが明らかな開発業務の一部として行うデザインの考案
（₆）（₅）により考案されたデザインに基づき行う設計又は試作
（₇）製品に特定の表示をするための許可申請のために行うデータ集積等の臨床実験
（₈）完成品の販売のために行うマーケティング調査又は消費者アンケートの収集
（₉）既存の財務分析又は在庫管理の方法の導入
（₁₀）既存製品の品質管理，完成品の製品検査，環境管理
（₁₁）生産調整のために行う機械設備の移転又は製造ラインの配置転換
（₁₂）生産方法，量産方法が技術的に確立している製品を量産化するための試作
（₁₃）特許の出願及び訴訟に関する事務手続
（₁₄）地質，海洋又は天体等の調査又は探査に係る一般的な情報の収集
（₁₅）製品マスター完成後の市場販売目的のソフトウエアに係るプログラムの機能上の障害の

除去等の機能維持に係る活動
（₁₆）ソフトウエア開発に係るシステム運用管理，ユーザードキュメントの作成，ユーザーサ

ポート及びソフトウエアと明確に区分されるコンテンツの制作」

　（₁₂）では，「生産方法，量産方法が技術的に確立している製品を量産化する試作」をあげて
いるが，このように既に技術的に確立されている量産化は，そもそも研究とはみていない。
　₁₀ 頁の表から，会計基準では「製品等の著しい改良」までが研究開発費の範囲とされるのに
対して，措置法規則では「製品等の改良」までが試験研究費の範囲とされるので，範囲として
は措置法規則の試験研究費の方が範囲は広い。措置法規則では工業化研究が明らかとなる部分
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については，製造原価となるか期間費用となるかが決定されるという意味で大きな関心がある
が，会計基準では開発研究の範囲が明らかであるか不明であるかについて，いずれにしても期
間費用となるので問題としていない。もっとも会計基準では，そのような不明部分を考慮して
か，応用研究と開発研究を区分するようなことはしていない。
　８頁の開発費で，研究開発費の支出の前後，あるいは平行して支出しているものがあれば，
期間費用か繰延資産とすれば，５年以内の，その効果の及ぶ期間にわたって，定額法その他の
合理的な方法により規則的に償却されることになる。法人税法では任意償却で損金算入要件が
あるが，本質的に変わらない。
　そこで，上記研究開発費に含まれない項目の（₁）から（₁₀）と，８頁の開発費とされる内容
と摺り合わせをして，マッチングすれば，研究開発費として期間費用とされなくても，開発費
で繰延資産として償却をすることもできる。
　８頁の開発費では，設備の大規模な配置替えとして「大規模」としているので，単なる設備
の配置替えでは開発費として認められないことに留意する。そこで大規模であることを前提と
して検討してみる。まず，研究開発費とされない（₁₀）は開発費の内容の「新技術の採用」が，
研究開発費とされない（₈）が大規模であれば開発費の「設備の大規模な配置替え」が，研究開
発費とされない（₄）は「生産能率の向上又は生産計画の変更等」がマッチングして，研究開発
費でなく開発費として会計処理，税務処理してよいかを検討してよいのではないか。
　なお，本事例では，生成AI 技術モデルをソフトウエアに組み入れるに，自社開発でなく有
償で組み入れるとなると，開発費の技術の導入に当たるので，期間費用とするか繰延資産とし
て償却していくことになろう。

Ⅲ　生成AI 技術モデルを組み入れた自社利用ソフトウエアの開発工程の 
会計処理と税務処理

１　生成AI 技術モデルを組み入れた自社利用ソフトウエアの開発工程の会計処理
（1）自社利用ソフトウエアの資産計上の是非
　自社利用のソフトウエアを資産計上するか否かの判定は，そのソフトウエアの利用によって，
将来の収益獲得又は費用削減が確実であるかと認める要件を満たしているか否かによって判定
される。将来の収益獲得又は費用削減が確実と認められる場合は無形固定資産に計上し，確実
と認められない又は確実であるか否かが不明の場合は費用計上される。プロトタイプが完成し
て本格的に自社利用されるまでの間で資産計上される。
　実務指針では，次のような資産計上の認められる本事例と類似の例をあげている（実務指針
₁₁ ②）。
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　「自社で利用するためにソフトウェアを制作し，当初意図した使途に継続して利用すること
により，当該ソフトウェアを利用する前と比較して会社（ソフトウェアの利用者）の業務を効
率的又は効果的に遂行することができると明確に認められる場合
　例えば，当該ソフトウェアを利用することにより，利用する前と比べ間接人員の削減による
人件費の削減効果が確実に見込まれる場合，複数業務を統合するシステムを採用することによ
り入力業務等の効率化が図れる場合，従来なかったデータベース・ネットワークを構築するこ
とにより今後の業務を効率的又は効果的に行える場合等が考えられ，ソフトウェア制作の意思
決定の段階から制作の意図・効果が明確になっている場合である。」
　自社利用のソフトウエアの資産計上の開始時点と終了時点は次のようになっている。
　まず，開始時点については，「将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる状況
になった時点であり，そのことを立証できる証憑に基づいて決定する。そのような証憑として
は，例えば，ソフトウェアの制作予算が承認された社内稟議書，ソフトウェアの制作原価を集
計するための制作番号を記入した管理台帳等が考えられる。」また，終了時点については，「実
質的にソフトウェアの制作作業が完了したと認められる状況になった時点であり，そのことを
立証できる証憑に基づいて決定する。そのような証憑としては，例えばソフトウェア作業完了
報告書，最終テスト報告書等が考えられる」（実務指針 ₁₂，₁₃）。
　このたびの貴社のソフトウエアの生成AI 技術モデルの組込みは，貴社のデジタル要員でも
って自社開発する場合と，又は，例えばオープンAI の生成AI 技術モデルを有償で借用して，
それを貴社の開発するソフトウエアに組み込むような場合と，全くオープンソースの生成AI
技術モデルを組み込んでソフトウエアを開発するような場合か，さらには組込みソフトウエア
の委託開発のような場合もある。いずれの方法で生成AI 技術モデルを組み込むにしても，将
来の収益獲得又は費用削減が確実であると認める場合には，貴社のソフトウエアの開発の費用
はその無形固定資産たるソフトウエアの取得価額に含められる。逆に将来の収益獲得又は費用
削減が確実でないか明らかでない場合は，それらの費用は期間費用とされる。
　以上は旧ソフトウエアに対する資本的支出として処理されるが，生成AI 技術モデルの組み
込みによって全く新たなソフトウエアと生まれ変わるような場合には，無形資産たる旧ソフト
ウエアの残存価額は，その事業年度の期間費用とされよう。そして，いずれの処理をしようと
も，新たに用いられるソフトウエアのトレーニングに要する費用は，その事業年度の期間費用
とされる。

（2）機器組込みソフトウエアの取り扱い
　実務指針 ₁₇ では，「有機的一体として機能する機器組込みソフトウェア（機械，器具備品等
に組み込まれているソフトウェア）は，独立した科目として区分するのではなく，当該機械等
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の取得原価に算入し，「機械及び装置」等の科目を用いて処理する。」としている。この項目で
は「機械，器具備品等に組み込まれているソフトウェア」としており，それを準用して生成AI
技術モデルに組み込まれるソフトウエアとすることができるであろうか。生成AI 技術モデル
の開発には巨額な投資がなされることが多いので，それでも構わないように思うが，検討に値
しよう。ただ，先にも述べたような生成AI 技術モデルの研究開発費はほとんど期間費用とな
ってしまうであろうから，それで特許を取得すると仮定して，その特許権の法定耐用年数の８
年での償却も考えられる。
　本事例では，ソフトウエアに生成AI 技術モデルを組み入れるとしているので，自社利用ソ
フトウエアの法定耐用年数は５年で定額法による。

（3）自社利用目的のソフトウエアの減価償却の方法
　実務指針では，自社利用ソフトウエアについては，その利用の実態に応じて最も合理的と考
えられる減価償却の方法を採用すべきであるが，一般的には，定額法による償却が合理的であ
るとしている。償却の基礎となる耐用年数としては，そのソフトウエアの利用可能期間による
べきであるが，原則として５年以内とし，５年を超える年数のときには，合理的な根拠に基づ
くことが必要である。
　新たに入手した情報によって利用可能期間の見直しを行うこともある。過去に定めた耐用年
数がその時点の合理的な見積りではなく，事後の合理的な見積りで変更を行う場合には，会計
上の見積りの変更でなく，過去の誤謬の訂正に該当することになる。それゆえ，見込有効期間
及び見込利用可能期間の変更を行なう，会計上の見積りの変更ということになる（実務指針 ₂₁，
₂₂）。

２　生成AI 技術モデルを組み入れた自社利用ソフトウエアの開発工程の税務処理
（1）自社利用ソフトウエアの資本的支出と修繕費
　本事例のように自社利用のソフトウエアについて，その仕様を大幅に変更して，新たなソフ
トウエアを製作するための費用の額は，そのソフトウエアの取得価額となるのであるが，その
場合に，新たなソフトウエアを製作するに伴い，その製作後に既存のソフトウエアを使用する
予定がないのであれば，その既存のソフトウエアの残存簿価は，その新たなソフトウエアの製
作に要した原材料費となる（法基通 ₇‒₃‒₁₅ の２（注）１，２）。
　そこで，そのような新たなソフトウエアの製作とまでいかずに，そのプログラムの修正等に
よって，新たな機能の追加，機能の向上等に該当したときは，その修正等に要した費用は資本
的支出に該当することに留意する必要がある（法基通 ₇‒₈‒₆ の２）。それゆえ，上記のように
大幅な変更のための費用のうち，取得価額になったもの（法基通 ₇‒₃‒₁₅ の３であげられてい
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る（₁）製作計画変更等により，いわゆる仕損じがあったため不要となった費用の額，（₂）研究
開発費の額で，自社利用のソフトウエアに係る研究開発費の額については，その利用によって
将来の収益獲得，又は費用削減にならないことが明らかな場合のもの，（₃）製作等のために要
した間接費，付随費用等で，その費用の額の合計額が少額（その製作原価の３％以内の金額）
のものを含めて）以外のものは資本的支出に該当することにも留意する。
　無形固定資産たるソフトウエアが，税法上認められている減価償却方法は定額法のみで，そ
の取引の実質が資本的支出と認められた場合には，そのソフトウエアが使用されている間は，
その資本的支出の額をもとにして定額償却が行われる。それゆえ，そのソフトウエアの使用期
間にいくつもの資本的支出がなされたとすれば，それぞれ同様の扱いとなる。もし定率法でも
って減価償却がなされている有形固定資産であれば，事業年度末においてその資本的支出を，
その有形固定資産の取得価額に含められることができるのと対照的である。それゆえ定額法し
か認められていないソフトウエアにおいては，修繕費と取得価額に含められない支出において
は資本的支出としかならないことを注意的に示した通達である。
　もっとも，ソフトウエアの場合は，そのようにいくつかの資本的支出が走るとしても，かな
り短期間のうちに大きなバージョンアップがなされて新たなソフトウエアの取得とされるので
はないか。そのようになれば，先に通達で示しているように，旧ソフトウエアの残存簿価は新
ソフトウエアの原材料として取得価額に含められることになる。

（2）　ソフトウエア制作のための研究開発費
　企業会計において，ソフトウエアの制作のために投入された研究開発費が収益獲得又は費用
節減を確実にするものであれば資産として計上され，逆に収益獲得又は費用節減が確実でない，
あるいは不明であれば研究開発費として計上される（実務指針 ₁₁）。それに対して法人税では，
ソフトウエアの製作のために投入された試験研究費が収益獲得又は費用節減を確実にするもの，
あるいは不明であれば資産として計上され，収益獲得又は費用節減を確実にしないものであれ
ば，試験研究費として計上される。実務的には全て資産計上されるのが通常ではないか。
　このように企業会計と法人税でソフトウエアの研究開発費（試験研究費）の扱いが異なるこ
とについて，企業会計ではソフトウエアの「制作」と，法人税ではソフトウエアの「製作」と
いう異なる用語を用いていることでもって説明できよう。企業会計では，芸術品の制作であれ
ば，いくら資金を投入したところでだめな作品はだめであって，一方，法人税であれば，工業
品であれば資金を投入すればするほど，よい物品ができるであろうとの仮定で説明できよう。
それゆえ，企業会計では研究開発費の実質を見極めて，その有効性が判断されるのに対して，
法人税では研究開発費の投入実績でもってソフトウエアの資産性を判断しようとしているので
はないか。
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（3）生成AI 技術モデルの開発工程の税務処理との整合性
　上記Ⅱ２のところで取り上げた会計基準の研究開発費と措置法規則の試験研究費の範囲の比
較で，その図表から措置法規則の試験研究費の方が，その範囲は広いといえる。会計基準では
製品等の「著しい改良」までを研究開発費の範囲としているのに対して，措置法規則では製品
等の「改良」までを試験研究費としているので，措置法規則では著しくない改良も含めて試験
研究費としている分，会計基準の研究開発費よりも広い。ただし，措置法規則では，工業化研
究の試験研究費は原則として製造原価に含めるものであるが，工業化研究に当たるか不明のも
のは，製造原価に算入しないことができるとしている。この扱いは上記Ⅲ２のソフトウエアの
措置法規則の扱いと異なっている。ソフトウエアの試験研究費では，収益獲得又は費用節減が
不明であれば製造原価として計上するとしているのに対して，ここでの工業化研究では，その
「不明」であれば期間費用とするとして，会計基準に合わせているのである。このことは，推測
するに，この「不明」でもってソフトウエアと同じように資産計上とすれば，工業化研究に巨
額の投資がなされたことで製造原価で処理されると，租税負担能力に支障が生じて，事業運営
に支障を来す恐れがあるからではないか。

回答

［１］４頁の図表「生成AI 技術モデルとソフトウエアの開発工程」の流れに沿って述べること
とする。
　貴社の生成AI 技術モデルを自社開発するとした場合，まずは（₁）構想フェーズから（₂）
PoC フェーズの段階で開発が進められてプロトタイプが完成したところで，次のソフトウエア
に実装されることによって一段落する。それからソフトウエアの開発が進み，その開発が完了
して，ソフトウエアのクラウドサービスが開始された後も，生成AI 技術モデルにおいては実
用化の段階が終了して，一応，完成と見ることができよう。
　生成AI 技術モデルのプロトタイプが制作されたとしても，そのプロトタイプは有形資産で
の試作品のようなものではないので，貯蔵品や棚卸資産となったり，さらには製造原価を構成
することもない。生成AI 技術モデルの実用化までの支出は研究開発費（法人税であれば試験
研究費）として期間費用とされよう。仮に自社開発した生成AI 技術モデルが特許を取得した
としても，その特許権の資産計上額は特許を取得するに際して掛かる登記料等であることから，
その資産計上額はそれほどの額ではないであろう。
　次に生成AI 技術モデルを有償でライセンスの供与を受けた場合である。オープンAI が最
初に開発したChatGPTは無償（オープンソース）で市場に開放したが，次の改訂したChatGPT
では有償となっている。有償となると，それ相当の対価を支払って，カスタマイズは自社で行
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うこともあれば，他社に委託することもあろう。委託となれば生成AI 技術モデルを有償で提
供する企業に依頼することが通常ではないか。委託する場合も委託会社とデータ等の情報を提
供して協力することになる。あるいは，さらに進んで共同開発ということもあろう。
　留意することとして，有償で生成AI 技術モデルのライセンスの供与を受け，それを自社で
カスタマイズする仮定で，改良発明があった場合には，その二次的特許は貴社に帰属すること
になる。それゆえ，その二次的発明が自社あるいは委託会社に帰属するかは極めて重要な問題
である。
　あまりないケースではあるものの，慎重な対応が必要である。問題が起きないように特許権
委任業務契約においては，その契約書の文面に，そのような二次的特許が生じた場合には，そ
のライセンスを供与した企業に有償譲渡するか否かの取り決めを明らかにしておくべきである。
それを無償あるいは低価で譲渡した場合には，問題が生じる場合があるのではないか。税法で
は無償又は低価ということで，その相当額の寄附金課税が行われることもあるかもしれない。
［２］次に生成AI 技術モデルを実装したソフトウエアの開発工程を論じる。
　４頁の図表の真ん中あたりにその生成AI 技術モデルを実装したソフトウエアの開発工程が
示されているが，その下に通常のソフトウエアの開発工程が示されている。その通常のソフト
ウエアの開発工程の図表では，プロトタイプが制作されて，資産計上されたところで，直ぐに
クラウドサービスが顧客に提供され，自社利用の減価償却が始まっている。それに対して，そ
の上の生成AI 技術モデルを実装したソフトウエアの開発工程では，生成AI 技術モデルがソ
フトウエアに実装され，ソフトウエアが一応完成してクラウドサービスが提供された後でも，
生成AI 技術モデルでは，データの学習・調整とチューニングを繰り返し，誤差をゼロに近づ
け，実用化になって初めて高精度の生成AI技術モデルが実現する。その生成AI技術モデルが
実装されているソフトウエアについても，ソフトウエアが資産化されるまでの制作期間が長期
化するとともに，クラウドサービスが提供された後も，生成AI 技術モデルの開発とともに，
そのバージョンアップが，生成AI 技術モデルが実用化に至るまで継続されていくことになる。
クラウドサービスの提供を開始しても，それは見切り発車というもので，一般的なソフトウエ
ア開発のように保守点検だけ行えばいいわけではなく，データ解析やプログラミングのために
高いスキルをもつエンジニアが携わる必要がある。
［３］図表の生成AI 技術モデルを実装したソフトウエアの開発工程で「減価償却開始」の下に
「資本的支出」とあるが，ソフトウエアのクラウドサービスの提供は見切り発車としたが，そ
の後はバージョンアップに近いソフトウエアの開発が当分の間続く可能性があることを示唆し
ている。税法上，無形資産の償却は定額法となっているので，そのような当初の支出がなされ
た場合には資本的支出として扱われる。それらの資本的支出はそれぞれ別個に扱われて同時並
行的に減価償却がなされていき，それらに代わる新たなソフトウエアが開発されたときに，そ
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の未償却残高は，新たなソフトウエアの原材料費として取得価額に算入されることになる。
［４］図表の生成AI 技術モデルを実装したソフトウエアの開発工程で，ソフトウエアの「資産
計上」は，法人税では，収益増進，費用削減が確かな支出，あるいは不明な支出は資産計上さ
れることを意味している。逆に収益増進，費用削減が確かでない支出は期間費用となるが，こ
こで確かでないことを証明することは難しいので，実務ではほとんどの場合に資産計上されて
いるのではないか。
［５］生成AI 技術モデルを有償でライセンスの供与を受けて，それをソフトウエアに実装する
際に，そのソフトウエアを自社で開発する場合と，そのソフトウエアの開発を生成AI 技術モ
デルの提供先に委任したり，あるいは他のソフトウエア会社に委任する場合もあり得よう。そ
の開発を共同でする場合もあれば，全く委任してしまう場合もあろう。
　そこで，他社に委任して開発すれば，そのソフトウエアの著作権はその委任先に帰属するこ
とに留意しなければならない。先に「特許権委任業務契約」でも述べたことが，ここでも当て
はまる。「岡三証券事件」では原審で，ソフトウエア開発の受任先（自社）が対価を支払って受
任先（開発会社）からソフトウエアの著作権を取得したが，税務当局はもともとそのソフトウ
エアの開発の費用は委任先が負担していることから，委任先はその成果のソフトウエアを原則
として無償で譲り受けることができるとして，税務当局が勝訴している。控訴は知財高裁でな
されたが，原告側が逆転勝訴となっている（平成 ₂₂，₅．₂₅）。著作権法によって，開発した者
に著作権が帰属しているとしてのことである（著作権法２①二，₁₇）。それゆえ，契約書におい
て，開発後にその著作権は貴社に帰属することを明記することになる。ただし著作権法では著
作権は当然に委任先に帰属するとなっているのであるから，それ相当の対価を具体的に決めて，
委任先の了解をとっておくことが必要である。もし無償又は低価での授受がなされれば，寄附
金課税が行われることもあろう。「三洋証券事件」ではソフトウエア開発の委任先が親会社で，
受任先が子会社であった。
　以上の事例研究は，生成AI 技術モデルや生成AI 技術モデルを実装したソフトウエアの自
社開発，あるいは委任開発に係わる案件であり，かなり新たな場面の税務処理を余儀なくされ
る場合もあろうから，それら無形資産の処理に精通した税務専門家の指導を受けることが賢明
であろう。
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税理士と司法取引
神戸地判令和６年９月 ₂₄ 日及び同年 ₁₀ 月 ₁₇ 日の事例を参考として

弁護士・公認不正検査士　武田 涼子

事 例

　税理士法人甲は，飲食店等を営む株式会社Ａ（以下「Ａ社」という。）から，同社の法人
税の決算申告などの依頼を，長年にわたって受けている。Ａ社の代表取締役Ｂは，Ａ社か
ら多額の短期貸付金を個人的に使用するため借り入れたが，Ａ社においてメインバンクへ
の心証を良くするために，当該貸付金額を減らす必要が生じた。そこで，Ｂは，独断で，
Ａ社の海外子会社に対して実態はないが前払金の名目でＡ社から送金した上で，その送金
額とほぼ同額の金員を当該子会社からＢ名義で当該貸付金の一部返済としてＡ社に入金さ
せることにより，Ａ社におけるＢに対する短期貸付金勘定を減額する経理処理を行わせた。
その経理処理により，Ｂの債務が減額した外形が生じた。
　税理士法人甲におけるＡ社の担当である税理士 X₁ とその部下である甲の職員 X₂ は，
Ｂによる一連の金員の動きと内容を知っていた。税理士X₁ は，Ａ社からＢに対する短期
貸付金勘定の減額処理が，Ｂの独断でＢの利益のために行われたもので，Ｂの債務を免除
したことになり，Ｂによる背任行為に該当しうると考えていた。また，その債務免除を仮
装隠蔽したことになることに伴って，Ｂの債務免除益に対するＡ社による源泉所得税の不
納付であるという指摘を税務当局から受けるリスクがあると考えていた。しかし，特段そ
れらの点をＡ社に伝えなかった。
　その後，Ａ社の代表取締役Ｂは，税理士X₁ に対して，Ａ社の株主に不安感を生じさせ
ない目的で開示するためという理由で，Ａ社の一部売上を粉飾した内容を記載した決算書
類を作成するよう依頼した。X₁ は，X₂ に指示して，Ｂの依頼内容に沿った虚偽の決算内
容を記載した税理士法人甲の名義の書類を作成させてＢに交付した。その際に，X₁ は，
X₂ に対して，Ａ社が厳しい財務状況となり運転資金に窮しており，粉飾した決算書類を
用いて，不正に融資を受けたり，Ａ社株主に追加投資をさせたりするために，その決算書
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を作成させているのではないかという疑念を伝えていた。Ｂは，Ｃ銀行に対して，当該書
類を示してＡ社に対する融資を申し込み，Ａ社は，それにより融資金を得た。その後，Ａ
社は破産手続開始の決定を受け，上記の決算書類が粉飾した内容であることが判明した。
Ｂは，当該書類を使って融資金が約定どおりに返済されるものと誤診させて融資金を入金
させ，もって人を欺いて財物を交付させたことにつき，詐欺罪に問われた。
　上記についての関係者の主な動きは，以下図のとおりである。

③ B名義で一部返済

⑦ 融資金交付

① 短期貸付

⑤ 粉飾決算書類の交付

代表取締役B

A社担当税理士
X1

C銀行

A社子会社

A社

税理士法人甲

部下X2

② 前払金名目
の送金

⑥ 粉飾決算書類に
よる欺罔行為

④ X1の指示
により，粉
飾決算書類
作成

　この場合に，税理士X₁，税理士法人甲やその職員X₂は，どのように司法取引を利用す
ることが考えられるか。

Ⅰ　はじめに

　₂₀₂₄ 年は，司法取引が，税法との関係でも報道で話題にのぼることが多い年であった。同年
９月，税理士と同人の所属する税理士法人の職員らが，虚偽の決算報告書を作成したとして詐
欺幇助の罪に問われた融資金詐取事件で，その法人職員には，捜査に協力する見返りとして刑
事処分を免除・軽減する司法取引が適用され，当該税理士には，神戸地方裁判所にて，懲役１
年６月，執行猶予４年の判決（神戸地判令和６年９月 ₂₄ 日 D₁-Law ₂₈₃₃₀₀₃₁）が言い渡され
たことが報道された。当該報道によれば，その税理士は，不正に融資を受けた自動車販売会社
の顧問税理士で，かつ同社の社外取締役を務めており，作成した当該会社の虚偽の決算報告書



- 21 -

所 得 税

が使用されて融資金 ₄︐₀₀₀ 万円が騙し取られた詐欺行為についての幇助罪が適用されたもので
ある。なお，不正に融資を受けた会社の代表取締役は，詐欺罪及び破産法違反の罪により，懲
役２年に処せられた（₁）。
　また，米国においても，₂₀₂₄ 年 ₁₂ 月，大統領（当時）の次男が，連邦所得税を期限内に支
払わなかったという所得税未納と薬物使用下での銃の不法所持につき訴追された件で，司法取
引が成立する直前になって成立せず，その後，同人に対する量刑言い渡しの直前に大統領によ
る恩赦が決定されたことが報道された（₂）。報道によれば，米国連邦検察が ₂₀₁₈ 年から同人の
財務を捜査し，₂₀₂₃ 年夏には，税金関係の２件の軽い罪につき同人が有罪を認め，検察は実刑
を求刑しない意向を示し，法的な問題を起こさなければ銃関係の罪状を取り下げることでも合
意されていたが，その司法取引は決裂したとのことであった。更に，米国で活躍する著名な日
本人野球選手の通訳が，₂₀₂₄ 年５月，銀行詐欺罪と虚偽の納税申告書を提出した罪について米
国の司法取引（₃）に応じたことが大々的に報道され，翌 ₂₀₂₅ 年２月には，司法取引で合意され
た量刑の範囲内での拘束刑に処せられた。
　このような司法取引が利用されている現状からは，税理士業務の遂行においても，事前の知
識や検討が必要になる場合が想定される。日本における上記の事例は，本稿執筆時点において，
₂₀₁₈ 年に導入された日本版司法取引の適用事例として４件目であると報道されており，他の
３件とは異なる特色が３点ある。まず，従前の３件も企業犯罪における司法取引であったが，
当該事例が税務絡みの案件であったことである。これから司法取引が税法に絡めて利用される
案件が増えてくることは容易に想定されるところである。また，税理士を標的とする税理士法
人職員による司法取引であったことが挙げられる。当該事例のような税理士らが関与した案件
のほか，税理士が，助言する企業における犯罪やその司法取引に巻き込まれることも今後想定
され，司法取引に係る基本的な知識が税理士にとっても必要になるであろう。そして，警察に
よる捜査事案であった点である。従前の３例（₄）はいずれも東京地検特捜部による事件であった

 （₁）  神戸地判令和６年 ₁₀ 月 ₁₇ 日令和５年（わ）₁₀₉₀ 号・同 ₁₁₄₉ 号（裁判所ウェブサイト：https://www.
courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/₆₃₁/₀₉₃₆₃₁_hanrei.pdf）（なお，本稿で引用するウェブサイト上の資料
の最終閲覧日は，いずれも ₂₀₂₅ 年４月６日である。）。同裁判例では，当該代表取締役が，その顧問税理
士の助言に従って詐欺に及んだことのほか，当該税理士が，その詐欺を思いとどまるよう助言すること
などはされていないことが認定されている。

 （₂）  CNN による ₂₀₂₃ 年 ₁₂ 月８日報道（https://www.cnn.co.jp/usa/₃₅₂₁₂₅₅₀.html），ロイター通信による
₂₀₂₄ 年 ₁₂ 月 ２ 日 報 道（https://jp.reuters.com/world/us/₃L₆FCZEMXNKM₇DLGS₇AUAFMY₄U- 
₂₀₂₄-₁₂-₀₂/）など。大統領（当時）の次男は，₂₀₁₉ 年まで４年にわたり所得税を故意に支払わなかった
ことや虚偽の税申告を行ったことなど連邦税法違反の罪での起訴内容につき，税務を巡る不正行為の罪
を ₂₀₂₄ 年 ₉ 月には認めており，同年 ₁₂ 月１日に刑事裁判２件で有罪となり，同月，量刑言い渡しが予
定されていたところであった。しかし，同年 ₁₂ 月２日に，当該大統領が前言を撤回して，同人の恩赦を
決定したもので，波紋を呼んだことが報道されている。

 （₃）  米国の司法取引内容（訴追猶予合意（DPA：Deferred Prosecution Agreement））は，公開される
（https://www.justice.gov/usao-cdca/media/₁₃₅₁₂₇₆/dl）。
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が，当該事例は，警察が捜査した事件であった。東京地検特捜部の手掛ける案件より，警察捜
査案件は飛躍的に多く，今後検察の手掛ける案件にとどまらず，広く警察による捜査事案にお
いても司法取引が活発に利用されることが予測される。
　以上から，税理士が自ら巻き込まれる場合，また顧問先における犯罪を知覚した場合の基礎
知識として，司法取引に係る法的検討は意義があるものと思い，本稿の検討の素材とする。
　本件の検討にあたり，まず，日本版司法取引の制度の概要（以下Ⅱ），またその適用事例と企
業犯罪で利用される場合の機能を示す（以下Ⅲ）。その上で，税理士が関与する企業犯罪にお
ける日本版司法取引が適用される類型（以下Ⅳ）とその影響や今後の展望（以下Ⅴ）を検討し
た上で，本事例についての結論（以下Ⅵ）を述べることとする。

Ⅱ　日本版司法取引の制度の概要

1　協議・合意制度の概要
（1）協議・合意制度に係る法令等
　日本版司法取引と呼ばれる制度は，「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度」として，
刑事訴訟法（以下「刑訴法」という。）の ₂₀₁₆ 年（平成 ₂₈ 年）改正（₅）により創設され，₂₀₁₈ 年

 （₄）  司法取引が報道された３例のうち，２件については，法務省第５回改正刑訴法に関する刑事手続の在り
方協議会（令和５年２月 ₂₁ 日）（https://www.moj.go.jp/shingi１/shingi₀₆₁₀₀₀₀₁_₀₀₀₈₅.html）配布資料
₁₆「合意制度の利用が明らかにされた判決等」も参照。

 （₅）  刑訴法の平成 ₂₈ 年改正においては，刑事免責制度（同法 ₁₅₇ 条の２，₁₅₇ 条の３。以下「免責制度」と
いう。）も導入された。協議・合意制度と同様に，検察官が，重要な関係者を訴追するために，新たな証
拠収集方法として導入された制度という点で共通する。また，実務では，司法取引と免責制度による刑
事免責は，相互に組み合わせて用いられる（本庄資「司法取引の国際課税における影響」本庄資ほか
『国際租税法—概論—［第４版］』大蔵財務協会（平成 ₃₀ 年）₉₈₃ 頁）ため，制度概要のみ記載する。

　  　免責制度は，証人尋問の請求及び実施に際して，検察官の請求により，裁判所の免責決定を経て，自
己負罪拒否特権を一方的に失わせて（すなわち，その証言及びその派生証拠を，その証言者自身の刑事
裁判の証拠として使えなく（派生使用免責）して）証言を義務づける制度（刑訴法 ₁₅₇ 条の２第２項）
である。本来，刑事訴訟における証人は，自らに不利益な証言を強制されない（同法 ₁₄₆ 条）ものであ
るが，この免責制度を利用する場合には，そのような証言の拒絶自体を罪に問うことができる（同法
₁₅₇ 条の２第１項，₁₆₁ 条）。協議・合意制度と異なり，対象事件の制限はない。

　  　訴追側が，相手方（証人）の意思に関わりなく，免責を付与して自己負罪拒否特権を喪失させ証言を
強制するのが基本的制度枠組みであり，協議・合意制度とは異なり，免責付与について相手方との交渉
や取引の要素は存在しない（酒巻匡『刑事訴訟法［第３版］』₂₁₂ 頁（有斐閣，₂₀₂₄ 年））。なお，刑事免
責が初めて適用された覚せい剤密輸の判決（東京地判平成 ₃₀ 年７月 ₃₀ 日 LEX/DB ₂₅₅₆₃₀₇₄）では，
刑事免責を受けた証人の証言の信用性が否定され，証言確保の実効性という観点から制度運用の課題が
浮き彫りになったと評された（井上和治「判批」法学〔東北大学〕₈₅ 巻３号（₂₀₂₁）₆₁ 頁～，₇₂ 頁）。

　  　両制度の施行から令和４年末までの約４年半の間で，免責制度は，証人尋問開始前後併せて ₆₁ 件適
用されたのに対して，協議・合意制度の適用事例は３件（前掲注（₄））法務省第５回改正刑訴法に関す
る刑事手続の在り方協議会 配布資料 ₁₇「刑事免責決定下で証人尋問が実施された件数」）であり，免責
制度の利用状況に比して，協議・合意制度の利用は少ない。
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（平成 ₃₀ 年）６月に施行されたものである。法令では，「司法取引」という用語は用いられてお
らず，「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」という協議や合意に係る制度（同法第４
章（₃₅₀ 条の２～₃₅₀ 条の ₁₅）。以下「協議・合意制度」という。）が規定されている。
　また，この改正に合わせて，最高検察庁より，協議・合意制度に係る検察における運用（「合
意制度の運用に関する当面の考え方」）が通達（以下「検察通達」という。）（₆）として公表された。
同検察通達において，協議・合意制度の趣旨は，刑事手続における証拠の収集方法の適正を担
保しつつ組織的な犯罪等の事案の解明に資する供述等を得ることを可能とする新たな証拠収集
方法としての導入である旨記載され，証拠収集方法の多様化等が図られることになる。
　協議・合意制度は，検察官が，一定の犯罪につき，公訴の提起内容や求刑につき，被疑者・
被告人（以下「被疑者等」という。）に有利な取扱いをすることを内容とする合意をすることが
できるもので，弁護人の同意がある場合に限り利用することができる。具体的には，検察官が，
被疑者等との間で，被疑者等が他人（以下「標的者」という。）の刑事事件について真実の供述
をすることなどの協力行為をすることを合意することを要する。以下，その対象となりうる一
定の犯罪の内容（以下（₂））と，合意した被疑者等（以下「協力者」という。）による協力行為
とその司法取引内容（以下（₃））につき，説明する。

（2）協議・合意制度の対象となる特定犯罪
　協議・合意制度の対象となる犯罪は，「特定犯罪」と定義されて列挙して規定されており，
死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる法定刑を規定する罪は除くものとされている（刑訴法 ₃₅₀
条の２第２項）。そして，同制度が組織的な犯罪等の事案解明を促進するための証拠方法とし
て導入されたことから，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（組織的犯罪
処罰法）違反の罪や薬物（₇）・銃器犯罪が含まれている。また，財政経済関係犯罪も列挙されて
いる。財政経済関係犯罪についても，特定犯罪の対象となる犯罪として，①対象とすべき必要
性が高く，その利用にも適しており（必要性・適切性），かつ，②被害者を始めとする国民の理
解も得られやすく，またこれに該当する一定の類型の犯罪に政策的に限定することが相当であ
ると考えられたためである（₈）。
　財政経済関係犯罪として，刑法においては，強制執行妨害関係の罪（同法 ₉₆ 条～₉₆ 条の６），

 （₆）  平成 ₃₀ 年３月 ₁₉ 日付け最高検刑第 ₁₃ 号次長検事依命通達（法務省サイト：https://www.moj.go.jp/
content/₀₀₁₃₉₁₁₆₆.pdf）

 （₇）  薬物犯罪は，一般に犯罪組織が関与する密行性の高い犯罪類型であり，多数人が関与することや複数の
者の間の禁制品の流通を伴うことなどから，協議・合意制度は，首謀者の関与状況等を含めた事案の解
明のために，犯罪の実行者等の組織内部の者から供述や証拠物を得て捜査を進展させる上で，有用な捜
査手法となり得るものと評されている（令和２年版犯罪白書—薬物犯罪—（https://hakusyo₁.moj.go.jp/
jp/₆₇/nfm/mokuji.html）第７編第３章第８節２「合意制度」）。
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文書・有価証券の偽造の罪（₁₅₅ 条～₁₆₃ 条），電磁的記録に関する罪（₁₆₃ 条の２～₁₆₃ 条の
５），贈収賄関係の罪（₁₉₇ 条～₁₉₇ 条の４，₁₉₈ 条），詐欺・恐喝（背任を含む。）の罪（₂₄₆ 条
～₂₅₀ 条）及び横領の罪（₂₅₂ 条～₂₅₄ 条）が挙げられる。また，租税に関する法律（₉）のほか，
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法），金融商品取引法，会社法や
犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯収法（₁₀））などが，協議・合意制度に係る政令（刑
事訴訟法第 ₃₅₀ 条の２第２項第３号の罪を定める政令）において列挙されている。
　協議・合意制度の対象となる犯罪のうち，税務に関するものは，「租税に関する法律」と法
令上規定されているに過ぎないが，所得税法，法人税法のほか，相続税法，消費税法，関税法，
地方税法等も特定犯罪の例示として挙げられている（₁₁）。そのうち，法人が協力者となり得る財
政経済関係犯罪としては，法人税ほ脱など，両罰規定が設けられているものが挙げられる。日
本の刑事法では，法人は単独では犯罪主体とはならず，刑法では，法人を処罰対象に含んでい

 （₈）  法案担当者による解説として，吉川崇・吉田雅之「刑事訴訟法等の一部を改正する法律（平成 ₂₈ 年法
律第 ₅₄ 号について）（₃）」法曹時報 ₇₀ 巻１号（₂₀₁₈）₇₅ 頁～，₁₀₀ 頁。なお，同論稿によれば，上記の
財政経済関係犯罪については，①会社等がその舞台となる場合を始めとして，その遂行過程に多数の者
が関与しつつ，組織的な背景を伴って行われることが少なくないこと，②密行的に行われることも多い
上，正当な経済活動との区別が問題となることも多いこと，③関与者の中には，犯意のない者や希薄な
者も介在し得るため，処罰の対象を適切に見極める上で困難を伴うことも少なくないといった特徴があ
る一方で，④そのように多数の者が関与し得るため，罪を犯した者から他人の犯罪についての証拠を得
るという合意制度の仕組みになじみやすいということができる点で，協議・合意制度の対象とすべき必
要性・適切性の基準を満たすものと考えられている。また，このような財政経済関係犯罪につき，被害
者がいないか，いたとしてもその被害が基本的に財産的・経済的なものにとどまることなどに鑑みると，
協議・合意制度の対象とすることについて国民の理解が得られやすいということができるとされている。

 （₉）  特定犯罪のうち，税理士業務の遂行にあたり，留意すべき犯罪として，上記の租税に関する法律の他に
も，上記の組織的犯罪処罰法における犯罪収益等隠匿・収受関係の罪（同法 ₁₀ 条，₁₁ 条），司法妨害関
係の罪として，同法や刑法上の犯人蔵匿・証拠隠滅等（刑法 ₁₀₃ 条～₁₀₅ 条の２，組織的犯罪処罰法７
条）が挙げられる。

  　前者の犯罪収益等隠匿・収受関係の罪については，犯罪収益，犯罪収益に由来する財産又はこれらの
財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産は，犯罪収益等と定義され（同法２条４項），この犯
罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮装し，又は隠匿した者はもちろん，情を知って犯罪収益等
を収受した者は，（法令上の義務の履行として提供されたものの収受や契約時に情を知らずにその債務
の履行として収受した場合などの例外は但書に規定されているものの，原則としては）同罪に抵触する。
最近では，いわゆる「頂き女子」と称される行為者が他者から騙し取った金銭を渡したホストが同法違
反に問われたことから，話題となった。

  　後者（犯人蔵匿や証拠隠滅等）については，本稿でも記載するとおり，法人内での隠蔽や証拠資料等
を廃棄するなどの行為により，合意によって求められる協力行為に含まれる裏付証拠が提示できなくな
り，合意に至ることができず，協議・合意制度の適用が無くなることが想定されるのみならず，犯罪と
して訴追される可能性もある点にも留意を要する。

（₁₀）  税理士等がマネー・ローンダリング等に利用されず健全にその機能を維持していくための行動指針等と
して，犯収法，外国為替及び外国貿易法（外為法）及び国際連合安マネー・ローンダリング ₂₆₇ 号等を
踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法（財産凍結法）に係る国税
庁令和６年４月付「税理士及び税理士法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関
するガイドライン」（https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/sonota/pdf/guideline.pdf）参照。

（₁₁）  前掲注（₈）吉川・₁₀₅ 頁
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ない。しかし，自然人であるその役職員が，法人の業務に関連して違法な行為をした場合，そ
の役職員個人だけでなく，法人も併せて罰せられる規定（両罰規定）が個別法に規定されてい
る場合には，その両罰規定によって，法人にも財産刑が科せられる（₁₂）。なお，法人において，
その役職員の違反行為を防止するため，当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされている
ことが証明された場合には，その処罰を免れることが解釈上認められている。
　法人における租税に関する法律の違反についても，その遂行過程には複数人が関与しつつ，
法人内での組織で業務遂行上行われることが多く，正当な経済活動にも絡めて密行されること
が想定される。また，処罰対象の範囲についても，法人に所属する各人の認識などにもよると
ころも多く，処罰すべき対象者を把握すべく，正確な事実関係を把握するためには，協議・合
意制度の利用についての必要性・適切性の基準を満たし，また国民の理解も得られるものと思
われる。
　なお，合意時点において想定されている証言の対象となる標的者の行為に係る刑事事件のみ
ならず，協力者の犯罪もいずれも特定犯罪であることを要する。すなわち，特定犯罪に係る被
疑者等が，他人である標的者の刑事事件につき協力するに際して，その標的者の刑事事件も特
定犯罪を構成するものであることを要する（₁₃）。

（3）協議・合意制度における協力行為と減免措置を内容とする合意
　協議・合意制度における合意内容は，協力者となる被疑者等による一定の「協力行為」と，
検察官による処分の軽減等（以下「減免措置」という。）である（刑訴法 ₃₅₀ 条の２第１項）。
また，合意内容には，協力行為や減免措置に「付随する事項その他の合意の目的を達するため
必要な事項」を含めることができる（同条３項）（₁₄）。
　協力行為としては，他人である標的者の刑事事件について，①捜査機関の取調べにおける真

（₁₂）  但し，法人に課される罰金刑は，現行法では世界銀行等からの排除を伴いうる外国公務員等贈賄のよう
な例外を除いては，米国に比して非常に低額であることが指摘されている（稻谷龍彦「企業犯罪と協
議・合意制度—法政策分析の観点から」刑法雑誌第 ₆₁ 巻第３号（₂₀₂₂ 年）₄₃₇ 頁～，₄₅₁ 頁）。その点
も含めて，現行法において，企業が自身の利益を最大化するために，協議・合意制度を利用するインセ
ンティブは，例外的な事案を除き，大きくなく，「コップの中の嵐」に過ぎないという問題を同書は指摘
する。すなわち，そのような状況にもかかわらず，企業が役職員の違法行為について，協議・合意制度
の利用を検察官に持ちかけることがあるとすれば，そこには敵対的な陣営に打撃を与えたい経営者の思
惑が存在する可能性が否定できず，経営者間での権力抗争の道具として協議・合意制度が活用されかね
ない現状においては，内部抗争型の取引に巻き込まれることのないよう慎重な配慮が求められると評さ
れている。

（₁₃）  前掲注（₈）吉川・₁₀₂ 頁。なお，同論稿によれば，他人（標的者）の刑事事件について，協議・合意制
度による合意後の捜査により証拠関係が変わるなどした結果，合意内容書面において特定された罪名と
は異なる罪に該当することが判明することがあり得るが，それによって，一旦有効に成立した合意が効
力を失うことはないとされているため，その後特定犯罪に該当しない罪名で他人の刑事事件が公訴等さ
れたとしても，合意内容は有効なままとなろうとされている。
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実の供述，②証人尋問における真実の供述，③捜査機関の証拠収集に関し，証拠の提出その他
の必要な協力が列挙されている（刑訴法 ₃₅₀ 条の２第１項１号）。協力者による真実の供述（₁₅）

が大前提とされており，また必要な協力がその内容となる。
　この合意をするためには，協力者となる被疑者等の弁護人の同意が必要とされる（刑訴法
₃₅₀ 条の３第１項）。そして，その合意は，要式行為であり，検察官，協力者となる被疑者等及
びその弁護人が連署した書面（合意内容書面）により，その内容を明らかにして行う（同条２
項）。
　合意に至るまでの手順は，協議の開始（以下２），協議における被疑者等による供述（以下
３），減免措置案（以下４），合意の成否と協議の終了（以下５），合意成立後の協力行為（以下
６）及び合意からの離脱（以下７）という局面があり，各局面において検討すべき事項とその
他の制度との比較（以下８）につき，項を分けて詳述する。

２　協議の開始
　協議・合意制度の初期段階として，被疑者等とその弁護人及び検察官の三者で協議を行う必
要がある（刑訴法 ₃₅₀ 条の４）。協力者となろうとする被疑者等が法人である場合には，法人
の代表者が手続を行い，法人が合意の主体となる。なお，被疑者等及び弁護人に異議がないと
きは，協議の一部を弁護人と検察官との間で行うことができる（同条但書）。
　協議の申入れは，被疑者等やその弁護人，検察官のいずれからでも行うことができる。もっ
とも，被疑者の取調べにおいては，検察官から協議・合意制度について言及される可能性はほ
ぼないものと考えられている。検察官が取調べにおいて協議・合意制度について言及すると，
後に，被疑者等から，取調べで利益誘導をされたなどと主張され，供述の任意性が争われる可
能性が生じるため，基本的にはこの協議・合意制度について言及すべきではないという運用が
行われている（₁₆）からである。そのため，法人における特定犯罪の端緒に気づいた段階で，当該
法人が協議・合意制度の利用可能性について，自ら検討を開始する必要性は高い。

（₁₄）  もっとも，勾留中の被疑者・被告人の釈放など，身柄拘束に関する事項は，その性質上，「合意の目的を
達するため必要な事項」には含まれず，合意の内容とすることはできないものとされている（検察通達
第２の２（₄））。

（₁₅）  いわゆる約束による自白については，最判昭和 ₄₁ 年７月１日（刑集 ₂₀ 巻６号 ₅₃₇ 頁）では，「本件のよ
うに，被疑者が，起訴不起訴の決定権をもつ検察官の，自白をすれば起訴猶予にする旨のことばを信じ，
起訴猶予になることを期待してした自白は，任意性に疑いがあるものとして，証拠能力を欠くものと解
するのが相当である」と判示していることとの関係も問題となる。もっとも，その趣旨については，類
型的に虚偽供述のおそれが高いことを中心に理解する見解が通説的であり，協議・合意制度においては，
弁護人の恒常的関与の下での被疑者等による任意判断のほか，要件として，「真実の供述」，すなわち，
自己の記憶に従った供述をすることを約束することになるものであり，自白のような特定の内容の供述
をすることを約束するわけではないことなどが挙げられている（前掲注 (₈）吉川・₈₁ 頁）。

（₁₆）  検察通達第３の８
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　協議の開始にあたり，検察官においては，司法警察員が送致・送付した事件又は司法警察員
が現に捜査していると認める事件についてその被疑者との間で協議を行おうとするときは，あ
らかじめ，司法警察員と協議をしなければならないことが規定されている（同法 ₃₅₀ 条の６第
１項）。
　協議・合意制度を利用するためには，協力者の事件についての処分の軽減等をしてもなお，
標的者の刑事事件の捜査・公判への協力を得ることについて国民の理解を得られる場合である
必要がある。また，基本的には，従来の捜査手法では同様の成果を得ることが困難な場合であ
ることを要する。更に，協力者による協力行為によって，協議・合意制度の利用に値するだけ
の重要な証拠が得られる見込みがあるかということや，協議における協力者本人の供述につき，
裏付証拠が十分にあるなど積極的に信用性を認めるべき事情がある場合でなければ合意しない
こととなること，また，協議を行うことによる捜査・公判への影響（₁₇）につき，考慮する必要が
あることを，検察官が判断することになる（₁₈）。
　この点，裏を返すと，被疑者等が協議・合意制度を利用すべく協議を持ちかけるにあたって
は，自らの犯罪について処罰されるリスクのみならず，標的者の刑事事件の捜査・公判への協
力により，自らの事件の処分の軽減等をすることが一般的に国民の理解を得られるようなもの
であるか，また標的者の特定犯罪の摘発につき協力行為により重要な証拠が得られ，かつ積極
的に信用性が認められるような事情があるか，捜査側において，協力行為がなければ証拠収集
等が困難か等，合意に至る可能性があるか否かを事前に十分に検討した上で，それらのことに
つき，検察官を合理的に説得できるだけの準備をしておくことが必要ということになる。
　被疑者等及び弁護人と検察官との間で，協議開始の意思が合致した際には，協議開始書が作
成される（₁₉）。協議の開始により，被疑者等本人のみとの間での協議を行うことができないなど，
刑訴法における法律効果が生じることから，協議開始とその時期を明確にするためである。

（₁₇）  協議・合意制度の利用による「捜査・公判への影響」とは，協議から合意に至るまでには，時間がかか
ることや協議により取調べにおける供述の任意性に影響が及ばないよう配慮する必要があることなどが，
検察通達にも挙げられている（同第３の１）。協議開始書の作成後には，基本的には協議と並行して協
力者本人の取調べを行うことは差し控えることとされている。これは，協力者が協議における聴取と取
調べとを区別して供述できるとは限らないためである。もっとも，被疑者の勾留時は，勾留期間が限ら
れているため，協議における聴取の対象とは直接関係のない事項についての取調べを行うことは差し支
えないものとされている（検察通達第３の２（₂）キ）。

（₁₈）  検察通達第３の１
（₁₉）  検察通達第３の２（₂）ア・エに記載のとおり，同書別添１には，協議開始書のサンプルが示されている。

また，協議開始書の作成時には，協議開始にあたり検察官から協力者及び弁護人に説明すべき事項とし
て，協議・合意制度の概要（協議の手順，合意の自由，協議における供述にあたっての留意事項，合意
不成立時の供述の証拠能力，合意の効果，協議開始書の記載内容等）が挙げられている（検察通達第３
の２（₂）ウ）。
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３　協議における被疑者等の供述
　この協議に際して，検察官は，協力者になろうとする被疑者等に対して，標的者の刑事事件
につき，黙秘権を告知した上で，供述を求めることができる（刑訴法 ₃₅₀ 条の５第１項，₁₉₈
条２項）。検察官は，その供述を通じて，その後当該被疑者等と合意した場合に，どのような内
容の証拠が提出され得るかなどを見極めることとなる。具体的には，協力行為により得られる
証拠（供述等）の重要性や信用性，協力者本人が合意を真摯に履行する意思を有しているかな
どを見極めることが必要であること，またそのため，協議においては，合意した場合に行う協
力行為の内容を被疑者等本人から十分に聴取するとともに，協議における被疑者等本人の供述
について裏付捜査を行い，その信用性を徹底して吟味すべきこととされている（₂₀）。
　この協議の際に被疑者等が行った供述は，その後合意が成立しなかった場合には，原則とし
て証拠能力が否定される（同条２項）。これにより，協議の段階での供述が促進され，協議・合
意制度の機能を高めるという政策的な観点からの規定であるとされる（₂₁）。もっとも，その供述
に基づいて得られた証拠（派生証拠）については，証拠能力の制限は及ばないことに留意を要
する。そのため，協議においてどの範囲までの供述を行うべきかは，弁護人との間で，事前に
慎重に検討しておくことが不可欠である。
　協議においては，自由な意見交換等の協議の機能を阻害しないという観点から，基本的には
録音・録画になじまないとされているが，その過程における重要なポイントとなる事項につい
て適切に記録することとされている。具体的には，日時，場所及び協議の相手方という基礎的
な事項のほか，協議の概要に係る記録が，協議経過報告書として作成されることになる（₂₂）。

４　減免措置案
　検察官は，協力者になろうとする被疑者等の関与した事件について，その協力行為を当該被
疑者等に有利に考慮して公訴を提起せず，又は軽い訴因により公訴を提起し，軽い求刑をする
などの検察官による処分権限の範囲での処分の軽減につき，合意をすることができる。具体的
な減免措置としては，協力者の事件について，①不起訴処分（公訴を提起しないこと），②公訴
の取消し，③特定の訴因・罰条による公訴の提起・維持，④特定の訴因・罰条の追加・撤回又
はその変更の請求，⑤意見陳述における特定の求刑（₂₃），⑥即決裁判手続（₂₄）の申立て，⑦ 略式
命令（₂₅）の請求が規定されている（刑訴法 ₃₅₀ 条の２第１項２号）。
　協議・合意制度において，合意するに際して提示される減免措置案に含まれる，処分の軽減
等の具体的な内容については，基本的には，合意により協力者が行う協力行為の重要性に応じ

（₂₀）  検察通達第３の２（₁）
（₂₁）  前掲注（₈）吉川・₁₁₉ 頁
（₂₂）  検察通達第３の２（₂）オに記載のとおり，同書別添２には，協議経過報告書のサンプルが示されている。
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て定めることとされている。減免措置は，具体的には，解明対象となる標的者の刑事事件の重
要性，協力者の協力行為により標的者の刑事事件が解明される（見込みの）程度，当該事件に
おいて標的者が果たした役割の重要性及び組織内での地位，合意制度以外の方法により収集し
得る証拠の内容等を考慮するものとされる（₂₆）。
　減免措置案の内容の提示にあたり，協議における協力者本人の供述に高い信用性が認められ
るとともに，その協力行為により得られる証拠に，協議・合意制度の利用に値するだけの重要
性が認められることが前提とされている。そのため，そのような高い信用性が認められない場
合や協力行為により得られる証拠に重要性が認められない場合は，協議を打ち切るべきものと
される（₂₇）。
　なお，減免措置として，協力者の事件について，①不起訴処分が合意されたとしても，検察
審査会で起訴議決があった場合には，その効力を失う（同法 ₃₅₀ 条の ₁₁）。また，上記⑤求刑
に対して，裁判所による量刑の判断は，検察官による求刑に左右されず，⑥即決裁判手続の申
立てや⑦略式命令の請求とともに，裁判所は独自に判断できることから，これらの減免措置に
つき，法的に裁判所の判断が拘束されるものではない。

５　合意の成否と協議の終了
　協議によって，検察官は，減免措置の方針を決定して，合意をするか否かの判断を行った上
で，被疑者等と弁護人に対してその合意案を提示することとなる。その際に，検察官は，協力

（₂₃）  求刑は，検察官が，被告人に対して科すべき刑罰の種類や重さについての意見を裁判所に対して明らか
にするものである。その際，検察官は，その事件固有の要素を考慮しつつ，他の同種・類似の事件との
均衡も考慮に入れながら求刑として意見を示すものである。そのため，裁判所が実際に言い渡す判決に
おける量刑を拘束するものではない。もっとも，協議・合意制度に基づく合意が成立した事件であれば，
その合意内容書面が証拠として取り調べられることにより，裁判所はその経緯を認識した上で，量刑を
検討することから，その合意内容は，量刑に加味されるであろうものとされる。

（₂₄）  即決裁判手続（刑訴法 ₃₅₀ 条の ₁₆ 以下）は，争いのない明白軽微な事件について，被疑者・弁護人の同
意を得て検察官が即決裁判手続の申立てをすることによって行われる。公判期日は起訴後 ₁₄ 日以内に
開かれ，簡易な方式によって証拠調べが行われ，原則として，即日に判決が言い渡される。懲役・禁錮
の言い渡しが行われる場合には，執行猶予が付されることから，被疑者にとって利点があり，減免措置
の１つとされる。

（₂₅）  略式手続（刑訴法 ₄₆₁ 条以下）とは，公判を開かず，簡易裁判所が書面審理により，₁₀₀ 万円以下の罰
金又は科料の刑を略式命令によって科す手続をいう。書面審理のため法廷に出廷する必要がなく，道路
交通法違反事件など比較的軽微な事件について多くとられており，刑事裁判の約 ₈₀％がこの略式手続
によるもので，科される刑も罰金・科料にとどまることから，被疑者にとって利点があるため，減免措
置の１つとされる。

（₂₆）  検察通達第３の３（₁）。なお，協力者に捜査協力を促す政策的必要性が認められ得ることから，事案に
よっては，協力者の事件について処分等を大幅に軽減することも柔軟に検討することが，検察通達に示
されている。そして，処分の軽減等の内容は，協力行為の重要性に応じて定められるべきものであると
して，一旦提示された減免措置案の内容は，基本的には，その後の交渉で譲歩すべきではないものとさ
れる。

（₂₇）  検察通達第３の２（₁），同第３の４（₁）
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者となる者の協力行為により得られる証拠の重要性（₂₈），関係する犯罪の軽重及び情状，当該関
係する犯罪の関連性の程度（₂₉）その他の事情を考慮して，必要と認めるときは，合意をすること
ができると規定されている（刑訴法 ₃₅₀ 条の２第１項柱書）。
　合意に際しては，協議における協力者となる者の供述の信用性が徹底的に検証され，裏付証
拠が十分にあるなど積極的に信用性を認めるべき事情がある場合にのみ，合意に至ることにな
る（₃₀）。
　前述のとおり，合意は，検察官，協力者となる被疑者等及びその弁護人が連署した合意内容
書面により行うことを要し，合意内容書面においては，協力者本人の事件とその協力行為対象
となる標的者の刑事事件，協力者による協力行為及び検察官による処分の軽減（減免措置）等
について，特定して記載することが必要である（₃₁）。
　これに対して，合意が成立しない場合には，被疑者等から協議の過程で得られた供述証拠に
ついては，標的者の刑事事件との関係でも，また当該被疑者等との関係でも，証拠として用い
ることはできない（刑訴法 ₃₅₀ 条の５第２項）。協議における供述を検察官が自由に証拠とす
ることができるとなると，被疑者等が，合意不成立の場合を想定して協議における供述を差し
控えることになり，結局，協議・合意制度の実効性が失われるおそれがあるためである（₃₂）。
　そして，協議の終了を明確にするため，検察官は，自らが協議を打ち切る場合や被疑者等又
は弁護人から協議を終了する旨を伝えられた場合には，弁護人に対し，協議を終了したことを

（₂₈）  協議・合意制度の利用においては，その利用に値するだけの重要性が協力行為に認められることを要す
ることから，裏付け調査の重要性という観点で，デジタル・フォレンジック（犯罪の立証のための電磁
的記録の解析技術及びその手続）調査の重要性が増しているといわれている。デジタル・フォレンジッ
クによって得られるデータは，正確な客観的な証拠となり，捜査機関による証拠保全が困難な早期の段
階で会社が行って証拠を保全することは可能であるところである（本村健・平井太「日本版司法取引と
経済犯罪—制度活用における留意点」ビジネスロージャーナル ₂₀₁₉ 年１月号 ₆₅ 頁～，₆₉ 頁参照）。

（₂₉）  被疑者等が，減免措置案を提示され，協議・合意制度の利用に応じる際に，虚偽の証言により，共犯関
係にある標的者に罪をなすりつけるほか，無実の人の犯罪として罪責を転嫁する危険（いわゆる引込み
/巻込みの危険）があることは，協議・合意制度の成立に際して議論されたところである。上記の刑訴
法に新設された方策によっても，現在の制度設計のもとでは，引込みの危険を払拭できないことは，指
摘されているとおりである（加藤克佳「小特集　司法取引の多角的検討 比較法研究を踏まえて」法律
時報 ₈₈ 巻４号（₂₀₁₆ 年）₅₂ 頁～，₅₃ 頁，笹倉香奈「冤罪防止と日本型司法取引」法学セミナー ₇₅₆ 号
（₂₀₁₈ 年）₅₈ 頁）。そこで，検察官による司法取引の必要性の考慮に際して，被疑者等が，これから協力
行為を行おうとする犯罪の関連性の程度も事情として検討することが，衆議院において，法文上加筆修
正されたものである。

（₃₀）  検察通達第３の４（₁）
（₃₁）  検察通達第３の４（₂）アに記載のとおり，同書別添４には，合意内容書面のサンプルが示されている。
（₃₂）  前掲注（₈）吉川・₁₁₉ 頁においても，「仮に，合意が成立しなかった場合にも検察官がその供述を自由

に証拠として用いることができるとすると，被疑者・被告人としては，合意が成立に至らないかもしれ
ないことを念頭に置いて協議における供述を躊躇することとなりかねず，ひいては合意制度の利用自体
を躊躇することとなりかねない」と指摘し，政策的な観点から，合意不成立時には，被疑者等が協議に
おいてした供述は，当該被疑者等との関係でも，また第三者との関係でも，証拠とすることができない
こととされている旨記載されている。



- 31 -

所 得 税

確認する文書（協議終了に関する確認書）を送付しておくことが相当とされる（₃₃）。

６　合意成立後の協力行為
　合意が成立すると，協力者及び検察官は，それぞれ合意の内容を履行する義務を負う。
　検察官は，協力者の事件について，遅滞なく，合意内容書面の証拠調べを請求する義務を負
う（刑訴法 ₃₅₀ 条の７第１項，₄₆₂ 条の２）ことに加え，必要に応じ，協力者の協力行為の内
容や真相解明への貢献度等を立証する（₃₄）。
　また，標的者の刑事事件の公判において合意に基づく供述調書・証言等が証拠として用いら
れることとなる場合には，検察官が合意内容書面の証拠調べを請求することになる（₃₅）。協力者
においても，その合意内容に従った協力行為を行う。

７　合意からの離脱とその効果
　合意の当事者が合意に違反したときなど所定の場合には，その相手方は，離脱理由を記載し
た書面（合意離脱告知書）により告知することにより，合意から離脱することができる（刑訴
法 ₃₅₀ 条の ₁₀）。
　合意からの離脱により，合意は将来に向かって解消され，それ以後，当事者は，合意に基づ
く履行の義務を負わないことになるが，それ以前の訴訟行為の効力や収集済みの証拠の証拠能
力に影響を及ぼすものではない。
　検察官が合意に違反して権限を行使したときは，その権限行使の効力が否定される（同法
₃₅₀ 条の ₁₃）とともに，協力者が協議においてした供述と合意に基づいてした協力者の行為に
より得られた証拠は，協力者の刑事事件と標的者の刑事事件のいずれにおいても証拠とするこ
とができないこととなる（同法 ₃₅₀ 条の ₁₄ 第１項）。

８　その他の制度との比較
　冒頭で米国における司法取引についても触れたことから，日本版司法取引との違いと刑訴法
改正における若干の議論につき，冒頭の事例に関連する範囲で説明することとする（₃₆）。また，
協議・合意制度の理解を深めるため，独占禁止法上の課徴金減免制度（リニエンシー）との機

（₃₃）  検察通達第３の２（₂）クに記載のとおり，同書別添３には，協議終了に関する確認書のサンプルが示さ
れている。

（₃₄）  検察通達第２の５（₁）
（₃₅）  標的者の刑事事件の公判において，協力者の供述調書や証言については，裁判所により信用性の有無が

慎重に判断されることになることから，裏付証拠が十分に存在するなど積極的に信用性を認めるべき事
情があることを立証することにより，信用性を的確に立証する必要があるものとされる（検察通達第２
の５（₂））。



- 32 -

所 得 税

能上の違いについても，本稿の目的に必要な範囲で簡単に整理しておく。

（1）米国における司法取引
　米国の司法取引には，日本における協議・合意制度のような捜査公判協力型の他，自己負罪
型と分類される司法取引も存する。米国では，その両者が認められている点で日本とは異なる。
なお，冒頭の米国の司法取引の事例は，いずれも自己負罪型である。
　自己負罪型司法取引とは，被疑者が自らの犯罪事実を認めて有罪答弁をするのと引き換えに，
検察官との間で軽い求刑にすることなどを合意する制度（有罪答弁取引 plea bargaining）であ
り，刑事司法コストの削減がその目的となる。その点で，証拠収集能力の拡充を目的とする日
本の協議・合意制度とは異なっている。米国の自己負罪型司法取引では，合意に従い，被疑者
が自ら有罪であることを認めれば，証拠による事実認定が省略され，軽い罪への有罪が決定し，
量刑手続に移行するものであり，米国では多くの事件がこの手続により処理されているものと
される（₃₇）。日本では，この自己負罪型は，₂₀₁₈ 年の刑訴法改正では導入されず（₃₈），将来的に検
討すべき課題とされており，現段階で法令に基づくものとしては実現していない（₃₉）。
　米国の司法取引では，対象となる犯罪が限定されているわけではないのに対して，日本の協
議・合意制度では，あらかじめ合意内容が法定され，犯罪の対象が特定犯罪に限定されている
点でも異なる（₄₀）。

（₃₆）  本稿脚注引用の論稿のほか，法務省サイト（https://www.moj.go.jp/content/₀₀₀₁₀₅₆₀₃.pdf），宇川春彦
「米国における司法取引」刑法雑誌 ₅₀ 巻３号（₂₀₁₁ 年）₃₅₇ 頁～（https://www.jstage.jst.go.jp/article/
jcl/₅₀/₃/₅₀_₃₅₇/_pdf/-char/ja）などを参照。

（₃₇）  統計的にみても，米国の ₉₀％を超える刑事裁判において，量刑は，司法取引（答弁取引）で決まるとさ
れる（石村耕治「租税犯罪への共謀罪適用事例の日米比較—税務専門職・納税者の共謀罪リスク分析」法
学紀要第 ₅₉ 巻（₂₀₁₈ 年）₈₉ 頁～，₁₆₂ 頁（https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/bulletin/bulletin_ 
₅₉.html））。

（₃₈）  自己負罪型の協議・合意制度は，「真に刑事責任を問うべき上位者の検挙・処罰に資するものではなく」，
「『ごね得』を招き，結果として被疑者に大きく譲歩せざるを得なくなり，事案の解明や真犯人の適正な
処罰を困難にするとの意見も強かった」と法制審議会特別部会での議論において指摘されている（法制
審議会新時代の刑事司法制度特別部会平成 ₂₅ 年１月付「時代に即した新たな刑事司法制度の基本構想」
₁₃ 頁（https://www.moj.go.jp/keiji₁/keiji₁₄_₀₀₀₇₀.html））。

（₃₉）  日本では，協議・合意制度が成立する以前より，いわば「闇取引」として，他人の罪を語ることにより，
自分の罪を軽く処分してもらう約束をしたのではないかとの疑いが濃厚な事件が存在することなどを指
摘するものとして，今村核「日本の『闇取引』」白取祐司ら編『日本版「司法取引」を問う』（旬報社，
₂₀₁₅ 年）₃₈ 頁～。また，安原浩「司法取引とアレインメント」法学セミナー ₅₆₅ 号（₂₀₀₂ 年）₈₅ 頁以
下では，米国の司法取引と比した，協議・合意制度の創設前の，日本における事実上の司法取引の具体
的な現象とその評価が裁判官の視点で述べられている。

（₄₀）  前掲注（₂₉）笹倉・₅₇ 頁。なお，近年，英米において，企業犯罪対策の観点から発展・拡大してきた訴
追猶予合意（DPA）が活用されている点につき，日本の協議・合意制度の改善の方向性を検討する論稿
（深水大輔「協議・合意制度の実務的検討—企業犯罪への活用の観点から」刑法雑誌第 ₆₁巻第３号（₂₀₂₂
年）₄₂₃ 頁～）や，米国における司法取引の交渉ストラクチャーに係る論稿（深水大輔「グローバル・コ
ンプライアンス②—司法取引の交渉ストラクチャー」金融法務事情 ₂₁₄₄ 号（₂₀₂₀ 年）₃₄ 頁～）を参照。
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　また，公判段階においても，米国の場合には，合意締結時点で具体的な求刑の約束はされず，
協力行為が全て完了してから協力者の量刑審理を行うことが一般的な運用とされるが，日本の
協力・合意制度においては，合意締結時点で提訴する場合の具体的な求刑内容が合意される点
で，標的者の公判審理局面における協力行為前に協力者の公判審理を行うことが可能であるこ
とが異なる（₄₁）。
　そして，日本の協議・合意制度では，協議・合意の過程に弁護人の立会が法令上の要請とさ
れている点が特徴である（₄₂）。

（2）独占禁止法上の課徴金減免制度（リニエンシー）
　課徴金減免制度（リニエンシー）とは，事業者が自ら関与したカルテル・入札談合について，
その違反内容を公正取引委員会に自主的に報告した場合，課徴金が減免される制度である。具
体的には，「減免申請の順位に応じた減免率」に，事業者の協力が事件の真相の解明に資する
程度に応じた「減算率」を加えた減免率（₄₃）が適用される。同制度の目的は，事業者自らがその
違反内容を報告し，更に資料を提出することにより，カルテル・入札談合の発見を容易にして，
事件の真相解明を効率的かつ効果的に行うことにより，競争秩序を早期に回復することである。
　課徴金減免制度は，協議・合意制度と同様に，違法行為を行った者の処分を軽減する代わり
に違法行為の解明の端緒を当局が得る制度で，証拠収集方法が多様化する点は，共通する。し
かし，課徴金減免制度は，行政当局により行われる点で，刑事手続ではなく，これにより得ら
れた端緒によって，当局が独占禁止法違反被疑事件について行う犯則調査の結果，刑事告発が
なされる。そして，その公正取引委員会による告発があれば，刑事手続に移行する点で，協

（₄₁）  成瀬剛「企業犯罪と協議・合意制度—刑事手続法の観点から」刑法雑誌 ₆₁ 巻３号（₂₀₂₂）₄₁₀ 頁～，
₄₁₈ 頁。同書によれば，米国連邦法では，検察官が協力者による協力行為の履行状況を全て確認した上
で，それが「相当程度の協力（substantial assistance）」と評価できる場合に初めて，連邦量刑ガイドラ
インによって導かれる量刑レンジからの離脱（departure）を申し立てるという運用であるとのことで
ある。

（₄₂）  笹倉香奈「海外の司法取引制度とその運用—アメリカ」前掲注（₃₉）白取 ₁₀₂ 頁～，₁₅₂ 頁
（₄₃）  独占禁止法に従った申請順位ごとの減免率は，以下のとおりである。

申請順位 申請順位に応じた減免率 協力度合いに応じた減算率

調査開始前 １位 全額免除

２位 ₂₀％

＋最大 ₄₀％３～５位 ₁₀％

６位以下 ５％

調査開始後 最大３社 ₁₀％
＋最大 ₂₀％

上記以下 ５％

  公正取引委員会サイト（https://www.jftc.go.jp/dk/seido/genmen/genmen_₂.html）
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議・合意制度とは異なる。
　また，課徴金減免制度は，自ら関与したカルテル・入札談合という他の事業者と共同して行
った犯罪行為につき，事業者が自らの犯罪につき報告するものであり，上記の自己負罪型に似
ているものといえる。
　そして，協議・合意制度との関連についていえば，課徴金減免制度では，調査開始前に１位
で申請した場合には，課徴金は全額免除され，告発もされないため，協議・合意制度の利用は
考えにくいのに対して，２位以下の申請順位の場合で刑事告発された場合には，当局側で得ら
れていない事案解明を促進するような供述や証拠等があれば，協議・合意制度の利用が考えら
れるものである。その場合には，実際には課徴金減免制度に係る申請と同時に，協議・合意制
度の利用ができるか，事前に検討しておく必要があるものであろう。

Ⅲ　協議・合意制度の適用事例と考えられる同制度の機能

　協議・合意制度が実際に適用された４件の事例は，いずれも企業による犯罪において利用さ
れたものである。協議・合意制度の導入にあたり法制審等が主な適用対象として想定していた
のは，特殊詐欺グループによる犯罪や薬物密売組織による犯罪であったが，現時点までに実際
に適用されている案件を見渡すと，より幅広に利用されていることが判る（₄₄）。そこで，本件に
参考となる範囲で具体的な適用事例の概要につき，紹介する（以下１）。そして，それらを踏ま
えて，協議・合意制度が企業犯罪において担う機能について述べる（以下２）。

1　協議・合意制度が適用された事例
（1）最初の適用事例（₄₅）

　協議・合意制度が最初に用いられた，₂₀₁₈ 年７月に公表された三菱日立パワーシステムズ
不正競争防止法違反（外国公務員に対する贈賄の罪）の事例（₄₆）では，同社幹部ら３名（標的
者）が起訴され（₄₇），同社は，協力者となり，起訴猶予とされた事案である。海外で同社が請け
負っていた火力発電所の建設工事において，必要な建設資材の海上輸送を依頼していた物流業

（₄₄）  川崎友巳「共同研究の趣旨」刑法雑誌第 ₆₁ 巻第３号（₂₀₂₂ 年）₃₉₃ 頁～，₃₉₆ 頁によれば，３件の適用
事例が公表された段階で，「企業犯罪」の協議・合意の当事者や標的がそれぞれ異なり，対象犯罪も，協
議合意の対象や標的の構図も異なり，それだけでも，改めて同制度の検討の契機とすべき複数のポイン
ト（刑事訴訟法のみならず，刑法，刑事政策，企業弁護実務に関するものを含む。）を読み取ることがで
きると評されている。

（₄₅）  標的者のうち，首謀者に対する判決として，東京地判令和元年 ₉月 ₁₃ 日刑集 ₇₆ 巻４号 ₅₆₇ 頁，東京高
判令和２年７月 ₂₁ 日刑集 ₇₆ 巻４号 ₅₉₄ 頁，最判令和４年５月 ₂₀ 日刑集 ₇₆ 巻４号 ₄₅₂ 頁

  （https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/₁₈₇/₀₉₁₁₈₇_hanrei.pdf）。
（₄₆）  三菱日立パワーシステムズ株式会社による公表資料（https://power.mhi.com/jp/news/₂₀₁₈₀₇₂₀.html）
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者が，建設現場近くの桟橋使用許認可取得手続を実施していなかったことにより当該桟橋が封
鎖され，地元当局の公務員と思われる人物を含む関係者から金銭の支払を要求された。桟橋の
封鎖に伴う資材の荷揚げの遅れにより，建設遅延が発生した場合，同社が多額の遅延損害金等
を支払う義務が生じることが見込まれた。そこで，同社関係者が，同国の建設業者に架空工事
を追加発注することにより捻出した金員を，当該物流業者の下請け輸送業者に交付したことが，
₂₀₁₅ 年３月の内部通報により発覚したというものである。同社は，外部の法律事務所に依頼し，
内部調査を行い，同年６月に東京地方検察庁に報告書を提出した。協議・合意制度は，その翌
年である ₂₀₁₆ 年改正により制定され，その２年後に施行されたものであるが，同社は，約３
年間捜査に協力し，₂₀₁₈ 年６月に協議・合意制度の適用についての提案を受けたという。
　本来の協議・合意制度の制度設計では，法人処罰における巨悪処罰にあたり，比較的責任の
軽い下位の者を免責してでも協力を得た方が刑事司法の目的を達成できるとの考え方に立脚さ
れていた。それにもかかわらず，個人としては直接の利益を得ていない幹部らが刑事責任を負
わされ，他方，企業は多額の損害発生を防ぎ，かつ不起訴処分を受けたという点で，制度本来
の趣旨を逸脱した運用で不公正ではないかという批判も存した（₄₈）。これに対して，協議・合意
制度のコンプライアンス遵守・ガバナンス強化という後述する機能の十全化を考えるのであれ
ば，企業が，その一部幹部による特定犯罪につき，内部調査等により，自発的に証拠を収集し，
同制度を利用して協力し，再発防止にも努めることは，社会全体としても利益となることから，
同制度の利用につき，国民の理解も得られるものと思われる（₄₉）。

（2）２件目の適用事例（₅₀）

　日産ゴーン事件と呼ばれ，上場会社と代表取締役会長（以下「会長」という。）及び他の代表
取締役が，当該会社より会長が受ける報酬等を過少に記載した虚偽記載有価証券報告書提出罪
（金融商品取引法 ₁₉₇ 条１項１号，₂₀₇ 条１項１号違反）に問われ，また会長が，私的な投資の

（₄₇）  幹部３名のうち，最も高位である同社の取締役常務執行役員兼エンジニアリング本部長に係る東京高判
令和２年７月 ₂₁ 日刑集 ₇₆ 巻４号 ₅₆₇ 頁（https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/₆₅₂/₀₈₉₆₅₂_
hanrei.pdf）では，同人につき，不正競争防止法 ₁₈ 条１項違反の共同正犯の罪により，懲役１年６月
（執行猶予３年）に処した第一審判決を破棄・自判し，共謀の成立を否定し，幇助に過ぎず，罰金刑にと
どめる旨判示された。これに対して，前掲注（₄₅）最判令和４年５月 ₂₀ 日では，職権調査によって，当
該高裁判決は破棄され，共同正犯の成立を認めた第一審判決の判断が正当と是認された。

（₄₈）  角谷正紀「判批」判例秘書ジャーナル（₂₀₂₂ 年）₁₁ 頁。協議・合意制度の典型的な事例としては，組織
的な犯罪等における首謀者の関与状況等を含めた事案の解明に資する供述等を得ることを可能にするも
のであり（前掲注（₈）吉川・₇₈ 頁），首謀的な関与者の訴追・処罰という利益を実現するため，従属的
な関与者の訴追・処罰という小さな利益を犠牲にするという衡量判断を中核とするものとされる（井上
和治「協議・合意制度」法学教室 ₅₁₉ 号（₂₀₂₃ 年）₃₁ 頁～，₃₃ 頁。なお，企業犯罪における比較衡量
を明確化すべきとする論稿として，髙橋直哉「協議・合意制度と刑罰論」刑法雑誌第 ₆₁ 巻第３号（₂₀₂₂
年）₃₉₈ 頁～，₄₀₅ 頁）。
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損失を当該会社に付け替えるなど，特別背任でも起訴されたが，保釈中に国外逃亡したことも
あり，広く報道された事件である。金融商品取引法は，重要な事項につき虚偽の記載のある有
価証券報告書等の開示書類を提出した者について，刑事罰を定めており（同法 ₁₉₇ 条１項１号），
当該会社は，虚偽記載をした平成 ₂₃ 年度から平成 ₂₉ 年度までの直近７年度分につき有罪とし
て罰金２億円の刑に処せられ，代表取締役もその一部の年度の虚偽記載につき有罪とされた。
これに対して，共謀したとされる専務執行役員と秘書室長は，協議・合意制度の適用を受け，
不起訴処分となった。
　最初に適用された事例と異なり，会社自身による協議・合意制度の適用がなされなかった背
景には，代表者自らの違法行為により，コンプライアンス遵守機能やガバナンス強化に資する
ところもなく，会社による是正や会社を免責とすべき必要性や適切性も見いだせず，国民の理
解も得られるような事案ではないという判断があったものと思われる。同社では，内部通報に
より，会長による役員報酬隠しなどにつき，不正の社内調査が始まっていたものの，代表取締
役２名が自ら違法行為を行い，何らかの関与をした者は社内に多数いたものと思われるが，長
年にわたりそれを是正する者はおらず，会社の内部統制にも問題が認められ，また７事業年度
の間で約 ₉₀ 億円を超える会長の報酬等が過少に記載されていたという影響の大きい事案でも
あり，会社の責任を減じてでも事件の真相を解明する，会社から得られる証拠の必要性につき，
国民の理解が得られるところではなかったものと評価されよう（₅₁）。

（3）３件目の適用事例（₅₂）

　アパレルの有限会社の雇われ社長である代表取締役と直営店のゼネラルマネージャーが売上
金約２億円近くを ₁₀ 年間にわたって着服していたことが業務上横領罪に問われた事案におい
て，当該犯行に加担していた同社の経理事務等の担当者が，協議・合意制度を利用して，不起

（₄₉）  検察官が最初の適用事例につき国民の理解を得ることが可能なものと判断した理由につき，当該事件を
摘発して的確に処理することがこの種の事案に対して厳しい対応を求める国際社会の要請に応えるもの
であったこと，捜査権限が及ばない海外の事案であることから，公判終了までの会社の協力を確実にす
る狙いがあったこと，未収集の証拠を司法取引により確保する目的があったことという「検察が司法取
引を必要とした事情」に加え，「検察から見て司法取引をしてよい事情」として，協力者である企業の内
部通報制度が機能した事案であり，通報後の経営陣の迅速かつ的確な対応とその後の長期にわたる捜査
への協力などが示す協力者の内部統制システムの充実とコンプライアンスに対する意識の高さ，捜査の
過程で経営陣が講じた再犯防止策を含む内部統制システムの一層の充実などに対する評価があったもの
と評されている（齊藤雄彦「Column ₅ 日本版司法取引が実際に適用されたケース（第１号案件）」同監
修『ケーススタディ日本版司法取引制度』（ぎょうせい，₂₀₁₈ 年）₉₅ 頁）。

（₅₀）  標的者のうち，会社と代表取締役に対する第１審判決として，東京地裁令和４年３月 ₃日（資料版商事
法務 ₄₅₈ 号（₂₀₂₂ 年）₁₂₃ 頁）（https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/₃₃₃/₀₉₁₃₃₃_hanrei.pdf）

（₅₁）  齊藤雄彦「Column ₆ 日本版司法取引が実際に適用されたケース（第２号案件）」前掲注（₄₉） ₁₀₇ 頁）
（₅₂）  標的者に対する判決として，東京地判令和３年 ₃月 ₂₂ 日 LEX/DB ₂₅₅₉₀₄₀₀，東京高判令和４年３月１

日（https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/₀₁₅/₀₉₁₀₁₅_hanrei.pdf），最決令和４年６月 ₁₆ 日 
LEX/DB ₂₅₅₉₃₂₀₆
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訴とされた。報道によれば，その売上金の隠匿内容を記載した裏帳簿が検察に協力行為として
提出されたとのことであった。
　企業犯罪において，比較的責任の軽い下位の者を免責してでも協力を得て，経営幹部の罪責
を問うことが，多様な証拠が収集できるという刑事司法の目的を達成できるという，協議・合
意制度の本来の制度設計に沿う事例であったものと思われる。

（4）４件目の適用事例
　冒頭に記載したように，協力者は，税理士法人の職員であり，その税理士法人所属の税理士
による虚偽の決算報告書作成に関与していた者である。その決算報告書は，当該税理士が顧問
でありかつ社外取締役であった自動車販売会社のものであり，同社が銀行から当該決算報告書
を示して申し込んで得た ₄₀₀₀ 万円の融資金を詐取した事件である。協力者である当該税理士
法人職員は，特定犯罪である詐欺罪の幇助罪に該当する行為を行ったものであるが，協議・合
意制度の利用により不起訴処分とされた。協力行為の内容としては，自動車販売会社が融資の
申込時における決算内容の粉飾等一連の経緯の立証に必要な供述を行うことなどであったと報
道されている。

２　協議・合意制度が企業犯罪において果たす機能
　企業の財政経済関係の犯罪については，深刻化して被害や影響力の大きいものであればある
ほど，企業活動が広範であることやグローバル化が進み，企業内部の指揮命令関係が複雑にな
り，その全容の解明に時間がかかることが想定されていた。また，企業内の役職員から，経営
幹部の関与状況等についての供述を得ることが実際には難しいことなども相まって，企業に所
属する各役職員の行為の解明が困難であり，企業や経営幹部に対する刑事責任の追及は難航す
るものとされていた。
　しかし，協議・合意制度が新設され，運用され始めたことにより，経営幹部から指示を受け
て特定犯罪に関与していた従業員が，自らの刑事責任を免れるため，協議・合意制度を利用し
て，その合意に基づき，経営幹部の関与について具体的に証言し，関係する証拠を提出するこ
とが想定される。そのため，検察に持ち込まれる特定犯罪に関する証拠や情報が飛躍的に増大
する可能性が増え，企業やその経営幹部がその特定犯罪に係る刑事責任を問われるリスクが高
まる。
　そこで，企業犯罪において協議・合意制度が適切に運用されることにより，企業に対してコ
ンプライアンスを遵守させる機能とガバナンスが強化される機能が生じることが想定されるた
め，それらの具体的な内容を詳述する。
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（1）コンプライアンス遵守機能
　企業が，その業務執行にあたり，自らコンプライアンスを遵守する意識を高めていくことに
より，不正を早期に発見し，特定犯罪に該当する場合にその内容を調査し，協議・合意制度に
持ち込むことにより，当該不正に適切に対処することが考えられる。「企業犯罪の抑制という
観点からは，各企業が，積極的にその自浄機能を発揮し，みずから不正を抑止し，あるいは早
期発見する体制を整備することを促し，それを通じて社会全体としてのコンプライアンス水準
を挙げるほうが，個別の法執行を積極的に行うよりも経済合理性があるとの考えもありえよ
う」と評されている（₅₃）。
　実際にも，企業関係者が関与する財政経済関係犯罪において協議・合意制度を適用すること
は，通常の刑法犯と異なり，コンプライアンスの遵守に資するところは大きい。特定犯罪を対
象とした協議・合意制度の利用によって，企業における犯罪を告発し，標的者が訴追・処罰さ
れることになれば，他の企業関係者においては，社内外から協力者が生じるリスクを知ること
にもなり，同種の特定犯罪への関与を強く効果的に抑止できる点で，コンプライアンスの遵守
機能を期待することができる（₅₄）。また，企業が，内部の不正を発見した際に，その事実を速や
かに調査し，捜査機関の捜査に協力することによって，当該企業が法令を遵守する立場を外部
に明示することになり，レピュテーションや会社に対する信頼への毀損を最小限にとどめるこ
とにもつながる。

（2）ガバナンス強化機能
　企業は，特定犯罪に関与する者が社内外に存する場合には，早急に正確な情報を把握し，企
業乃至その役職員が特定犯罪に関与したといえるかを見極めた上で，協議・合意制度の利用を
検討する必要がある。関与している者複数名が協議・合意制度の利用を目指す場合を想定する
と，早期把握の重要性が増しているものと思われる。協議・合意制度の場合，独占禁止法上の
課徴金減免制度と異なり，検察官に協議の開始を申し出た順位自体が免責等の程度に直結する
ものではなく，標的者の刑事事件の立件のために有益な情報，証拠が得られるかという観点か
ら検察官が判断することになる。もっとも，同価値の情報が複数人から得られる場合には，早

（₅₃）  伊丹俊彦・深水大輔「モデルケースから考える日本版司法取引の実践的検討（下）」ビジネス法務 ₁₈ 巻
５号（₂₀₁₈ 年）₁₄₁ 頁～，₁₄₃ 頁

（₅₄）  前掲注（₁₂）稻谷・₄₄₇ 頁。同論稿によれば，企業犯罪を実行する個人は，企業というシステムの影響
下に置かれて行動していることを前提に，企業犯罪対応を考える必要があり，企業統治構造やコンプラ
イアンス体制が確立していれば，そもそも役職員に違法行為へのインセンティブを持たせないようにす
ることができるし，企業による効果的な監督や懲戒などを，社会的により低い費用で実施することがで
きる。したがって，企業統治やコンプライアンス体制を企業自身に整備させることにより，社会的によ
り低い費用でより効果的に，つまり効率的に企業犯罪の抑止や再発防止を実現することが可能となると
評されている。
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期に申し出でた者が，事実上，優先的に協議の機会を持つ可能性が高くなるものと思われる。
実際にも，検察官が，他の協力者と協議・合意した場合には，ある程度立証できるという目星
が付いた状態であるものと推察されることから，同じ特定犯罪についてその他の者とも協議・
合意に至る可能性は，かなり減じるものと推測される。そのため，協議・合意制度を利用する
場合には，より早く重要な証拠をもって検察官との協議の機会を確保し，より早く合意に至る
ために，当該特定犯罪に関する情報を可能な限り早期に適切に把握し，その証拠も提示できる
よう準備しておくことが極めて重要となる。
　企業内の特定犯罪に係る情報の早期把握に際しては，内部調査が不可欠であるが，その際に
は，当然関係する証拠を保全するよう留意し，自社による調査が証拠の隠滅とならないように
配慮することはもちろん，社内関係者においても証拠の隠滅を行うことを厳に戒めるよう，細
心の注意を払う（₅₅）必要がある。
　したがって，協議・合意制度の利用可能性を確保するためにも，企業は，早期に実態を把握
する必要性が高く，内部通報制度をはじめ，社内から特定犯罪に関わる多様なリスク情報を吸
い上げる内部統制を進め，特定犯罪に係る不正の端緒を認識した場合には，直ちにその全貌に
ついての調査を行い，協議・合意制度の利用を含めて方針を即時に検討する体制を整備し，必
要があれば，同制度の利用を通じて，捜査に有益な情報を提供し，協力することが不可欠とな
っている。そのため，協議・合意制度により，ガバナンスを強化する必要性が高まっていると
いえよう。

Ⅳ　税理士が関与する企業犯罪事案において 
協議・合意制度の適用が想定される類型

　税理士業務に関連して，協議・合意制度の適用が想定される事例として，協力者になろうと
する者がどのような相手方を標的者とするかによって分類すると，①税理士や税理士法人（以
下「税理士等」という。）の指示を受けて特定犯罪に関与した従業員が，司法取引を求める場合
（法人内標的型），②税理士等が，その顧問先の行う特定犯罪に巻き込まれて，当該顧問先の特
定犯罪につき司法取引を求める場合（他法人標的型），③税理士法人が，所属する税理士によ
る特定犯罪に気づき，司法取引を求める場合（所属者標的型）が想定される（₅₆）。

（₅₅）  証拠隠滅行為等を防止するため，捜査機関による捜査等を認知した場合には，捜査の対象となっている
関係部署の役職員に向けて，保有する資料の廃棄や電子データの削除を禁止する旨の通知を発する必要
があること，またその通知は，通常の業務の過程で行われる資料の廃棄や電子データの削除をも禁止す
るものであることが望ましいこと，またサーバに保管されているデータが削除されないよう必要な措置
を取るよう要請する必要もあることなど示唆されている（平尾覚「司法取引の施行に向けた留意点」ジ
ュリスト ₁₄₉₈ 号（₂₀₁₆ 年）₅₇ 頁～，₆₀ 頁）。
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　そこで，それぞれの場合において，考慮すべき事項につき，以下のとおり検討する。

1　①特定犯罪に関与した法人従業員が上司・法人を標的者とする場合（法人内標的型）
　企業による財政経済関係犯罪において，経営者による悪質で複雑な犯罪の真相解明に協力を
得る目的で，その共犯的立場にある従業員からの協力を得るため，従業員が主導して協議・合
意制度を利用するという法人内標的型は，同制度が本来目指すところであるといえる。同じ税
理士法人内で複数の所属者が関与して，ある特定犯罪を行っていた場合，所属者同士は「他
人」であり，それぞれが協議・合意制度を利用して，他の者を標的者とする協力者になること
により，他の所属者の訴追に協力することになる。また，その特定犯罪が，両罰規定によって
税理士法人自体も罰せられるものであれば，所属者は，税理士法人自体を「他人」として協
議・合意制度の適用を求めることも考えられる。
　具体的な事例で考えてみると，例えば，税理士が脱税相談等に応じた場合には，違反者の罰
則が規定されている（税理士法 ₅₈ 条，₃₆ 条）のみならず，その所属する税理士法人の業務に
関して行っていた場合には，両罰規定により，当該税理士法人にも罰金刑が科せられることが
規定されている（同法 ₆₃ 条）。しかし，税理士法は，「租税に関する法律」には該当するものと
解されず，現時点での協議・合意制度に係る政令にも列挙されていない。そのため，税理士法
違反の犯罪は，「特定犯罪」には該当しない。他方，税理士やその他の職員が，依頼者に脱税を
指南して，それが法人税を免れる等の罪（法人税法 ₁₅₉ 条１項）など租税に関する法律に違反
するもの（例えば，法人税のほ脱犯の共謀共同正犯など）である場合に，その所属する税理士
法人の業務に関して行ったものとして，税理士法人の故意又は過失が認定（₅₇）されれば，税理士
法人自体による犯罪と認定されることも考えられる。その場合，当該所属者にとって，所属先
である税理士法人も「他人」に該当するということとなる（また，その場合に所属者が，当該

（₅₆）  前掲注（₄₈）髙橋・₄₀₆ 頁以下においては，企業犯罪で協議・合意制度が利用されることが想定され得
るケースとして，役員・従業員間で互いを標的とするパターンとして，①違反行為者である従業員が合
意し，首謀者である役員等を起訴するという「首謀者責任追及型」と，②役員が捜査協力を行い，従業
員が訴追される「トカゲのしっぽ切型」が挙げられる。また，法人が協力者となり，役員・従業員が標
的となる場合のうち，③法人が内部の腐敗した機構・体制と決別する意思を明確にする「腐敗体制決別
型」と，④会社の内部抗争が絡んでいる可能性がある場合として，「内部抗争型」が挙げられている。前
述した３件目の適用事例は，①首謀者責任追及型であるとされる。これに対して，②のトカゲのしっぽ
切型は，企業内での愛社精神に悪影響がありうるのみならず，国民の納得も得にくく，刑事司法に対す
る国民の信頼が著しく損なわれるところである。この点，最初の適用事例がこのトカゲのしっぽ切型に
該当するのではないかという批判的な見方があり，その根底には，従業員らは会社のために違反行為を
行ったので，会社の責任は決して軽いとはいえないのではないかという点が挙げられている。その上で，
③の腐敗体制決別型のように，法人もある意味被害者で，罪責が比較的軽いという主張のほか，現行の
協議・合意制度を首謀者・黒幕的な者を処罰するためだけに利用するのではなく，企業犯罪への効果的
な対応策としても利用するべきという見方を同書では紹介している。また，２件目の適用事例が④の内
部抗争型に該当するか，実態について今後検討する必要がある点が同様に指摘されている。
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依頼者を標的者とする場合，上記②の他法人標的型に該当することになる。）。なお，ほ脱税額
によっては，告発等がされず，刑事処分に至らない場合もあることから，税理士等においては，
自らの処罰の可能性や程度，有罪判決を受けた場合のダメージ，協議に入らない場合に他の者
が協力行為を行う可能性，合意に至る見通しや，合意に至らない場合のリスクなども含めて，
詳細な想定を行って，協議・合意制度を利用するか否かを検討することになるであろう。

２　②顧問先の行う特定犯罪に巻き込まれた場合（他法人標的型）
　上記１．に記載した事例を用いて具体的な場合を検討すると，税理士やその他の職員が顧問
先に脱税を指南して，当該顧問先のみならず税理士らも法人税法違反に問われるような場合に，
税理士等が，協議・合意制度を利用して，顧問先を標的者とする場合や，逆に，当該顧問先が
協力者となり，税理士らを標的者とする場合が想定される。また，税理士等が，顧問先の行う
その他の特定犯罪に巻き込まれて幇助した形となった場合に，幇助した特定犯罪のみならず，
その他自らが知りえた顧問先の特定犯罪に関して協力行為を行うことが想定される。もっとも，
いずれの場合にも，たとえ利用に値するだけの重要な証拠が得られる見込みがあったとしても，
税の専門家である税理士等がその顧問先に対して税法を遵守するよう指導していく立場にある
にもかかわらず，共同して犯罪を行うような場合には，国民の理解が得られるような利用には
該当しないとして，協議・合意が成立しないことも十分想定されるところである。また，税理
士が，業務上単に知りえた顧問先の特定犯罪に関して，自らの被疑事実につき協議・合意制度
の利用を持ちかける場合には，関連性の程度が問われるところであろう。
　なお，この点，税理士は，法律上の守秘義務を負い（税理士法 ₃₈ 条），税理士や税理士法人
の使用人その他の従業者も，同様の守秘義務を負う（同法 ₅₄ 条）。具体的には，「正当な理由」
なく，税理士業務に関して知りえた秘密の漏えいや窃用が，禁じられている。そこで，顧問先
の行う特定犯罪に巻き込まれた場合であっても，協議・合意制度の適用を利用する場合に，こ
の守秘義務下にある秘密の開示が「正当な理由」であるかが問題となりうるところである。も
っとも，協議・合意制度に従って，協力行為を行うことについては，法令上の制度に基づいて，
法令を遵守するために行われているものであり，守秘義務違反には該当しないものと解されて
いる（₅₈）。

（₅₇）  税理士法人の特殊性及び学説上の議論などからの考察結果として，違法結果に対する結果回避システム
（コンプライアンス・プログラム）の不備・欠陥に基づいて犯罪が実行されたことをもって，税理士法
人の故意・過失要件が満たされるとするものとして，鈴木高之「ほ脱犯の犯則行為者の選定と適用罰条
について—税理士及び税理士法人を主体として—」論叢 ₄₆ 号（₂₀₀₄ 年）₂₆₇ 頁～，₃₃₄ 頁（https://
www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/₄₆/suzuki_t/hajimeni.htm）

（₅₈）  平尾覚『日本版司法取引と企業対応—平成 ₂₈ 年改正刑訴法で何がどう変わるのか』（清文社，₂₀₁₆ 年）
₁₁₇ 頁
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３　③税理士法人が，所属税理士による特定犯罪につき司法取引を求める場合（所属者
標的型）
　この点で，上記１．に記載した事例のような場合に，税理士法人が両罰規定によって，所属
税理士の行った特定犯罪につき処罰されうるため，協議・合意制度を利用して，その所属税理
士を標的者とすることも理論上は考えられる。しかし，税理士法人自身のコンプライアンス遵
守やガバナンスの欠如が認められるような場合には，会社が役職員を売る「トカゲのしっぽ切
型」と同様の構図であり，税理士法人のためにその所属者個人を犠牲にすることについては，
国民の理解も得難い場合が多いことが想定される。もっとも，所属税理士が税理士法人を代表
するような立場でもなく，税理士法人では備えるべき内部統制は整備しており，一種の被害者
に該当するような場合には，不正の発覚以後速やかに内部調査を進めて事案を把握し，原因を
追究して再発防止策を講じるものであれば，協議・合意制度の利用が必ずしも認められないも
のとは限らないものであろう。そのためにも，内部通報等を含めて，税理士法人の内部でも不
正の端緒を速やかに把握する体制を整えて，端緒があれば，幅広に調査を進める必要性がある
ことは，企業と異なるものではない。
　そして，税理士法人は，協議・合意制度の利用に際して，特定犯罪を行う税理士とは明確に
対立関係に置かれることになり，特定犯罪に関係する情報を入手し，必要に応じて，積極的に
明らかにする必要が生じ，かつ税理士や法人の所属者が協議・合意制度を自ら利用することも
想定して，速やかな対応が必要になることが想定される。

Ⅴ　税務に係る企業犯罪への影響と今後の展望

　協議・合意制度の運用に伴って，税務に係る場面での企業犯罪への影響を考えると，証拠収
集能力の拡充が図られたことに伴い，企業においては，自社における特定犯罪への関与がない
かということを，如何に早く社内で把握するかという体制を整備する必要があるところである。
そして，組織内の不正行為等の疑いを把握して，事実関係を調査し，捜査機関への協力や再発
防止策を講じるなど必要な対応を迅速に行うための組織づくりを進める必要があることは，税
理士等においても変わるところではない。
　企業犯罪においては，様々な違法行為に伴って税法違反となりうることがあることから，特
定犯罪の端緒を把握する際には，税法違反がないかを併せて検討する必要がある。組織的犯罪
処罰法違反や薬物・銃器犯罪に税理士等が巻き込まれることは考え難いところであるが，財政
経済関係犯罪に，税理士等が巻き込まれる可能性はありうるところである。また，税理士の顧
客となる企業において，特定犯罪の端緒に税理士が気づく場合もあろう。顧問先における犯罪
の端緒を知覚した際には，協議・合意制度の利用可能性を検討するために，税法違反に係る点
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について検討することが求められるところであろう。そして，税法違反に該当する場合に，税
務当局に対する修正申告など対応を早めに行うよう助言する局面も考えられる。
　税理士の採るべき対応としては，財政経済関係犯罪に係る協議・合意制度の利用状況や検察
側の対応についても留意し，自らが巻き込まれる場合はもとより，依頼者である法人内におい
て財政経済関係犯罪を構成し得る不正に気づいた場合における，協議・合意制度の利用につい
て，概要を理解し，備えておく必要性は高いものと考えられる。また，上記の司法取引の適用
事例を含めて，協議・合意制度の利用による今後の変化についても目を配っておくことが望ま
しい。

Ⅵ　結論

　まず，Ａ社が，Ｂに対する債務免除を仮装隠蔽したことに伴って，Ｂの債務免除益に対する
源泉徴収義務により徴収して納付すべき所得税を納付しなかったことにつき，不納付犯（所得
税法 ₂₄₀ 条１項，₂₄₃ 条１項）に問われうるものであり，法人による同罪については罰金刑が
規定され，特定犯罪に該当するものである。また，子会社からの送金は，Ｂによる返済ではな
いにもかかわらず，Ｂの債務につき一部免除する経理処理としており，Ｂが自己の利益を図る
目的でＡ社に財産上の損害を加えていることから，Ｂによる背任行為が立証された場合，特別
背任罪（会社法 ₉₆₀ 条１項３号）に該当すると，同罪は，特定犯罪に該当する。
　もっとも，税理士X₁ は，Ａ社の源泉所得税の不納付やＢの特別背任罪に該当する犯罪行為
を知ってはいたものの，それらの犯罪行為を教唆や幇助等関与したものでもなく，そのことの
みをもって刑事責任を追及されることは考え難い。
　他方，Ｂは，虚偽の決算書類を示してＣ銀行を欺き，融資金を騙し取っており，詐欺罪（刑
法 ₂₄₆ 条１項）に問われており，同罪は特定犯罪である。税理士X₁ は，Ｂからの依頼により，
粉飾した内容の決算書類につき，詐欺などに使用されうるものと認識しながら，X₂ に作成さ
せて，Ｂに交付している。そのため，X₁と X₂ の行為は，詐欺罪の幇助行為（同法 ₆₂ 条１項）
に該当しうるものである。
　そこで，税理士X₁ が協議・合意制度を利用しうる場面としては，自らが詐欺罪の幇助罪に
該当すると認定されるようなリスクが高まった場合には，Ｂによる詐欺罪に係る行為の真実を
供述し，その裏付けとなる証拠を提示し，真実を供述するなど従来の捜査手法では同様の成果
を得ることが困難である程度の協力行為により，協議・合意制度の利用に値するだけの重要な
証拠が得られる見込みがあることを示して，減免措置が得られることを合意するよう検察官に
持ちかけることが考えられる。その場合，協議を行うことによる捜査・公判への影響にも重大
な支障がないものであれば，そのような協力を得ることについて国民の理解を得られないもの



- 44 -

所 得 税

でもないことから，合意に至る見込みはあるものと想定される。他方，税理士X₁ が，虚偽の
決算書類を作成させたX₂ についても，合わせて標的者とするような協力行為は，認められ難
いものと考えられる。なぜなら，X₁ は，粉飾した決算書類を用いて，不正に融資を受けたり
するなどの疑念を有していたにもかかわらず，X₂ に指示して幇助行為を行わせており，自ら
より下位者であるX₂ に対する部分での協議・合意制度の利用は，国民の理解が得られ難いも
のである。すなわち，協議・合意制度の利用にあたっては，誰を標的者とするものかという点
の吟味を要するものといえる。また，標的者のどの行為を特定犯罪として，協議・合意制度を
利用するかという点も重要である。例えば，X₁ にとって，Ａ社による源泉所得税の不納付や，
Ｂによる特別背任に係る行為については，X₁ による犯罪との関連性の程度が薄いと判断され
ることも想定される。そのため，協議・合意制度の利用が想定されている範囲であるかという
点は，慎重に検討する必要があろう。
　税理士法人職員X₂においては，X₁と同様にＢの詐欺罪に係る行為についての協力行為の他，
X₁ による幇助についても協議・合意制度を利用することが想定される。そのため，実際には，
X₁ による協力行為といずれが早期に検察官との協議開始の申入れが認められるのか，一種の
競争関係に立つことになることが想定される。実際には，利用するに値するだけの重要な証拠
が得られる見込みの有無や供述に対する裏付け証拠の十分性，供述の信用性などが考慮される
ものであるため，前述のとおり，単なる協議の申入れが早い者が勝つわけではないものの，協
議開始の申入れが受け入れられ，協議開始書が作成されたのが早い者が，有利に取り扱われる
可能性は高い。なぜなら，そのような重要証拠や信用性の高い供述の獲得の見込みが立った者
との間で，協議開始書が作成されるものであり，その見込みが立てば，それに類する他の者か
らの協力が不可欠ではないことが想定されるからである。
　なお，税理士法人甲は，X₁ による詐欺幇助に関する両罰規定もなく，特定犯罪には該当す
る行為もなく，本件のような場面での協議・合意制度の利用は想定し難い。もっとも，X₁ に
よる不正な業務遂行が問題となったところであることから，他にも類似するような違法となり
うる取扱いをしていないかという点を含めて，網羅的に調査を行い，X₁ による業務遂行にお
いて法人にも及ぶような不正が存しないか，その全容を確認し，その行っていた業務に対し，
相当の注意及び監督が尽くされていることが証明できるような体制整備を行っておく必要はあ
ろう。



- 45 -

資 産 税

限定承認・法人への遺贈・代償分割と換価分割

税理士　関根 美男

事 例

設問１　事情があって別居していた父が亡くなったとの連絡をもらった。いろいろな事業
に手を出していたようで，私たちの住まいに父宛の督促状が届いたこともあった。父の葬
儀は済ませたが，私たち相続人はこれから父の相続についてどのように対処すべきだろう
か。
設問２　亡くなった父とは別居していたので，我々相続人で父の相続財産を調べたが，３
か月の熟慮期間内には，相続財産が債務超過か否か把握できないと思い，父の死亡後３か
月以内に，家庭裁判所への申し立てに際して，更に３か月熟慮期間を伸長する「相続の承
認又は放棄の期間伸長」の家事審判申し立てをした。何とか，５か月後に主だった債務と
不動産や預金残高が判明したので，限定承認の申し立てをし，家庭裁判所から限定承認受
理通知書を受け取った後，速やかに，父の不動産のみなし譲渡について，準確定申告を提
出した。本来の申告期限（４か月）を過ぎているが，加算税等の問題が生じるか。
設問３　父が先日亡くなった。生前作成した父の公正証書遺言には，菩提寺の宗教法人に，
菩提寺に隣接する駐車場を遺贈することが記載されていた。相続人は，母と私と妹の３人
だが，この宗教法人への遺贈は，税務上どのように対処すべきか。
設問４　先月母が亡くなった。母が生前作成していた公正証書遺言には，唯一の不動産で
ある居宅は，同居していた私に遺贈するとなっていた。長い間老人ホームの世話になって
いたこともあり母の預金はわずかしか残っていなかった。私は，母の遺産を独り占めする
気はないので，弟と妹と遺産分割協議をして，できるだけ均等に遺産分割をしたいと思っ
ている。どのように遺産分割すべきか。
設問５　父の相続が発生し，父が居住していた不動産が相続財産として残った。遺産分割
協議がまとまらない未分割の状態で譲渡をしたいが，いわゆる空き家特例を受けることは
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できるか。

Ⅰ　はじめに

　人の死は大抵突然おこるもので，亡くなった後，葬儀や納骨にと目まぐるしく時が過ぎてゆ
くものである。四十九日法要が済んで，やっと，相続財産のことや遺言書の有無が気になって
くるものである。被相続人と音信不通であったり別居していたりした場合は，相続財産を調べ
ることに大変な労力を要する。多額の債務があるかもしれない場合は深刻である。
　また，被相続人の遺言書の意思を相続人がどのように理解すべきか，税金の問題も考慮した
うえで遺言書に従うべきか，遺産分割協議を別途するべきか判断しなければならない。今回は，
相続税の問題ではなく，相続に伴う譲渡所得の問題を取り上げることにする。

Ⅱ　限定承認

１　概要
　被相続人の債務の存在が予想され，マイナス財産が多いとわかっている場合には，相続放棄
（民 ₉₃₈，₉₃₉）を検討すべきである。ただし，相続放棄は，債務が他の親族に移っていくとい
うリスクがある（₁）。プラス財産とマイナス財産のどちらが多いかはっきりしないときは，債務
が相続人で完結する限定承認（民 ₉₂₂）を選択すべきである。
　相続放棄も限定承認も自己のために相続の開始があったことを知った時から３か月以内（熟
慮期間）にしなければならない（民 ₉₁₅）（₂）。この熟慮期間について，以下の場合は以下の時を

 （₁）  相続放棄は，まず，配偶者と第一順位の相続人（被相続人の子又はその代襲相続人）が相続放棄の申述
をし，その相続人全員の申述が受理されてから，第二順位の相続人（被相続人の父母や祖父母の直系尊
属），第三順位の相続人（被相続人の兄弟姉妹又は甥姪）が，被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁
判所に，被相続人の死亡の日から３か月以内に行わなければならない。第一順位の相続人全員の放棄の
申述が受理されて，相続人でなくなったことを知った日から３か月以内に，第二順位，第三順位と順次
相続放棄の申述をするもので，一度にまとめて相続放棄の申述をすることはできない。

 （₂） 「被上告人らは，亡Ｄの死亡の事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った当時，亡Ｄの相
続財産が全く存在しないと信じ，そのために右各事実を知った時から起算して３か月以内に限定承認又
は相続放棄をしなかったものであり，しかも被上告人らが本件第一審判決正本の送達を受けて本件連帯
保証債務の存在を知るまでの間，これを認識することが著しく困難であって，相続財産が全く存在しな
いと信ずるについて相当な理由があると認められるから，民法 ₉₁₅ 条１項本文の熟慮期間は，被上告人
らが本件連帯保証債務の存在を認識した昭和 ₅₆ 年２月 ₁₂ 日ないし同月 ₁₄ 日から起算されるものと解
すべきであり，したがって，被上告人らが同月 ₂₆ 日にした本件相続放棄の申述は熟慮期間内に適法に
されたものであって，これに基づく申述受理もまた適法なものというべきである。」（最判昭 ₅₉．₄．₂₇：
民集 ₃₈ 巻６号 ₆₉₈ 頁）との判例もあり，「債務の存在を知った時から」３か月の熟慮期間とするケース
も例外的にあり得る。
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熟慮期間の起算日とする。
　① 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは，その者の相続人が自己のために
相続の開始があったことを知った時から３か月以内（熟慮期間）とする（民 ₉₁₆）（₃）。

　② 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは，その法定代理人が未成年者又は成年被
後見人のために相続の開始があったことを知った時から３か月以内（熟慮期間）とする
（民 ₉₁₇）。

　家庭裁判所への限定承認の申述は，共同相続人全員で行わなければならない（民 ₉₂₃）。した
がって，相続人間で意見が衝突する場合は限定承認をすることはできない。
　家庭裁判所へ申述をするまでに相続人全員の合意を形成し，おおまかな相続財産・債務の調
査を済ませておかねばならないが，被相続人の相続財産の調査に時間が必要な場合，すなわち，
単純承認，限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には，家庭裁判所にお
いて熟慮期間（３か月）を伸長することができる（民 ₉₁₅）。
　家庭裁判所からの「限定承認受理通知書」を受け取った後，限定承認者（₄）は，限定承認をし
た後５日以内（₅）に，全ての相続債権者（相続財産に属する債務の債権者をいう）及び受遺者に
対し，限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければな
らない。この場合において，その期間は，２か月を下ることができない（民 ₉₂₇ ①）。
　そして，公告の期間が満了した後は，限定承認者は，相続財産をもって，その期間内に申出
をした相続債権者その他知れている相続債権者に，それぞれその債権額の割合に応じて弁済を
しなければならない。ただし，優先権を有する債権者の権利を害することはできない（民 ₉₂₉）。
　限定承認者は，この公告若しくは催告をすることを怠り，又は公告の期間内に相続債権者若
しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることがで
きなくなったときは，これによって生じた損害を賠償する責任を負う（民 ₉₃₄ ①）。

２　みなし譲渡所得課税
　限定承認をした場合，所得税の計算にあたっては被相続人から相続人にその時の時価にて財
産を売却したと考えるため，みなし譲渡所得が発生し，準確定申告が必要になる（所法 ₅₉ ①一，
₁₂₅）。みなし譲渡所得課税を規定した所得税法 ₅₉ 条１項の立法趣旨は，限定承認に係る相続
の場合，そのキャピタル・ゲインは被相続人の債務に充当され，課税の機会を永久的に逸する
という結果を招いてしまうことを避けるため，つまり，キャピタル・ゲインの課税漏れの防止

 （₃）  第１の相続放棄・限定承認も，第２の相続放棄・限定承認の熟慮期間内にすれば良いことになる。
 （₄）  この限定承認者とは，相続人が１人の場合，相続人本人であり，相続人が複数いる場合，家庭裁判所が

選任した相続財産管理人になる（民 ₉₃₆ ①）。
 （₅）  相続人が複数の場合は，相続財産管理人が選ばれてから ₁₀ 日以内（民 ₉₃₆ ③）。
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にあるといえる（₆）。
　つまり，単純承認による相続があった場合には，相続による資産の移転については譲渡所得
課税は行わず，相続人が取得費及び取得時期を引き継ぐこととし，その後に相続人が相続財産
を譲渡したときに，被相続人の所有期間中に発生した資産の値上がり益（キャピタル・ゲイ
ン）を含めて，相続人の譲渡所得として課税することとしているが，限定承認の相続の場合は
その課税の機会を永久的に逸することになるため，被相続人が相続人に譲渡したとみなして，
被相続人の所有期間中に発生した資産の値上がり益に課税する（準確定申告）のである。

３　注意点
　みなし譲渡所得税の納税義務は相続時に成立する（通法 ₁₅ ②四）が，その納税額が準確定
申告期限である４か月ぎりぎりに確定した場合に，限定承認者が，みなし譲渡所得税額の優先
債権（徴法８）を意識せずに，公告及び催告の期間満了後に他の相続債権者に弁済（民 ₉₂₉）
してしまうと，「相続財産の限度を超えて被相続人の債務を負担することはない」（民 ₉₂₂ 参
照）との原則が崩れ，国から損害賠償の責任を負うことになり，限定承認者は自身の財産から
負担することになる（₇）。
　限定承認は，相続財産の範囲内で債務を弁済し，残った分があれば相続をするというもので
ある。そのため，相続財産の中に不動産など換金が必要な財産があれば，競売に付して売却し，
債権額の割合に応じて債権者に弁済をすることになる。ただ，民法は，限定承認者は，「家庭裁
判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して，その競売を止
めることができる。」と規定（民 ₉₃₂）している。つまり，競売手続きに付された財産について，
限定承認した者が，その価格を支払うことで優先して買い取ることができるのである。これが
「先買権」である。自宅などどうしても残したい財産がある場合，「先買権」を使って残せる可
能性がある。ただし，取得する際には，裁判所の選任した鑑定人の評価額に従って，不動産の
価格を支払うことができるだけの資力がなくてはならない。そのため，先買権を行使したいが，
資金がないという場合は，例えば，金融機関から融資を受けるなど，資金調達の手段を検討す
る必要がある。

 （₆）  金子宏東京大学名誉教授も「キャピタル・ゲインに対する無限の課税繰延を防止することを目的として
いる。」と述べている。金子宏『租税法［第 ₂₄ 版］』弘文堂（₂₀₂₁．₁₁．₃₀）₂₇₂ 頁。

 （₇）  みなし譲渡所得課税があることを看過して相続債権者に対する配当弁済を終了してしまい，弁済を実施
した相続人代理人弁護士が損害賠償責任を問われた事案があった。全国弁護士協同組合連合会編『弁護
士賠償責任保険の解説と事例 [第５集]』２‒（₄）（平 ₂₆．₁₁．₂₁）。

  　なお，相続債権者に譲渡所得税相当部分の返還を要求し一定程度の返還を受けたようである。
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４　裁判例紹介
（₁）最終的にプラスの財産の方が超過している場合（東京地判平 ₁₃．₂．₂₇，東京高判平 ₁₃．₈．₈，
最判平 ₁₄．₂．₁₂（₈））

　納税者は，「限定承認の場合において相続財産が相続債務を超えることが判明した場合に超
過分の財産についても課税されることになり，単純承認した場合よりも限定承認をしたために
課税額が増加するなど（居住用資産の譲渡の特例の規定が適用されないこととなる結果，単純
承認をした場合よりも限定承認をしたために課税額が増加する），相続人に不利益を生じさせ
ているから，相続財産が相続債務を超える場合に，相続人に不利益を生じさせるときには，同
規定（所法 ₅₉ ①）を適用するべきではない」と主張したが，裁判所は，「当該相続財産のうち，
譲渡所得の基因となる資産については相続開始時点におけるその価額に相当する金額による譲
渡があったものとみなして被相続人に対する譲渡所得課税を行うこととし，これにより，相続
人は，右によって課税された所得税を含めた相続債務を弁済する義務を負うものの，相続財産
が相続債務を超えるか否かにかかわらず，相続財産の限度を超えて被相続人の債務を負担する
ことはないこととしている」と判示し，そして，「居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の課
税の特例規定は，被相続人と相続人間での資産譲渡については，基本的に適用されない」と判
示して納税者の主張を退けた。
（₂）限定承認の熟慮期間の伸長と，準確定の申告期限（東京地判平 ₁₄．₉．₆，東京高判平
₁₅．₃．₁₀（₉））

　裁判所は，まず，「所得税法 ₅₉ 条１項は，譲渡所得の総収入金額の計算に関する特例規定で
あって，同項に規定するみなし譲渡所得はあくまでも譲渡所得の一種というべきである。そし
て，そもそも譲渡所得に対する課税は，資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増
加益を所得として，その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に，これを精算し
て課税する趣旨のものである〔最高裁昭和 ₄₇ 年（行ツ）第４号同 ₅₀ 年５月 ₂₇ 日第三小法廷
判決・民集 ₂₉ 巻５号 ₆₄₁ 頁参照〕ところ，限定承認に係る相続についてみると，その資産の
移転は相続開始時に生じるものである（民法 ₈₉₆ 条）から，限定承認に係る相続に基因する譲
渡所得（みなし譲渡所得）に対する課税は，相続の開始の時を捉えて行われるものであると解
されるから，実質的にみても，譲渡所得の金額の計算について資産の譲渡があったとみなされ
る時点である所得税法 ₅₉ 条１項の『その事由が生じた時』とは，相続開始時を指すものと解
するのが相当である。」と所得税法 ₅₉ 条１項の解説をしたうえで，「限定承認の申述受理の審
判の告知が相続開始時から４月を経過した後にされることもあるところ，みなし譲渡所得の金
額については，限定承認の効力が生じない限り，納税申告できないのであるから，みなし譲渡

 （₈）  TAINS コード Z₂₅₀‒₈₈₄₅，Z₂₅₁‒₈₉₅₇，Z₂₅₂‒₉₀₆₈。
 （₉）  TAINS コード Z₂₅₂‒₉₁₈₃，Z₂₅₃‒₉₃₀₂。
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所得に対する所得税の法定納期限を，相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から
４月を経過した日の前日とすることは，納税者に酷な結果を導くことになり，不合理である」
との納税者らの主張に対して，「相続人が熟慮期間伸長の手続をした結果，法定納期限後に限
定承認の申述受理がされることになったとしても，これは当該相続人が自ら選択した結果であ
るから，これにより延滞税負担の不利益を課せられてもやむを得ないというべきである。」と
判示している。

Ⅲ　法人への遺贈

１　概要
　個人から法人へ遺贈があると，被相続人のキャピタル・ゲインが法人に引き継がれ，所得税
の課税が回避されるのを防止するため，「時価」で法人に譲渡があったとみなして譲渡所得課
税（所法 ₅₉ ①一）が生じる（₁₀）。遺贈者の相続人は相続開始を知った日の翌日から４か月以内
に準確定申告を行い（所法 ₁₂₅），納税義務を負わなければならない（通法５）。
　民法上，遺贈の形態には包括遺贈と特定遺贈があり，国税通則法及び所得税法において，包
括受遺者（法人を含む）については相続人と同様に取り扱う旨を規定しているものの，特定受
遺者についてはそのような規定はされていない（通法５①，所法２②）。
　そのため，被相続人の相続財産の大部分が不動産であり，当該不動産全てを法人に対し遺贈
した場合において，当該遺贈が特定遺贈であるときには，当該法人は被相続人に対するみなし
譲渡所得課税に係る所得税を負担せず，原則的には，不動産を取得しない相続人が，当該所得
税を全額負担することになる。この場合，例えば，相続人が被相続人の配偶者，子又は父母の
場合は，法人に対して遺留分侵害額請求をすることにより，金銭交付を受けて，それらを元に
所得税の納税義務を果たすことも考えられる（₁₁）。
　一方，これらの資産を公益法人等に寄附した場合で，その寄附（不動産等）が一定の要件を
満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときはみなし譲渡所得は非課税になる（措法 ₄₀）。
　国税庁長官の承認を受けようとする者は，「措置法第 ₄₀ 条の規定による承認申請書」を遺贈
の日から４か月以内に提出しなければならない（措令 ₂₅ の ₁₇ ①）。この国税庁長官の承認を
受けるためには，①当該遺贈が，教育又は科学の振興，文化の向上，社会福祉への貢献その他
公益の増進に著しく寄与すること，②当該遣贈に係る財産が，当該遺贈があった日から２年以
内に，当該公益法人等の公益目的事業の用に直接供され，又は供される見込みであること，③

（₁₀）  無償で譲り受けた法人側は，時価相当額が受贈益として益金になる。
（₁₁）  山田重將「法人に対する不動産の遺贈に係るみなし譲渡所得課税に関する問題点—受贈法人への遺留分

減殺請求が行われた場合を中心に—」税大論叢 ₇₆ 号（H₂₅）₂₁₅ 頁の一部参照。
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公益法人等に対して財産の遺贈をすることにより，当該遣贈をした者の所得税の負担を不当に
減少させ，又は当該遺贈をした者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税や贈
与税の負担を不当に減少させる結果とならないこと，この３要件を全て満たさなければならな
い（措令 ₂₅ の ₁₇ ⑤）。特に，②の「公益目的事業の用に直接供する」との要件により，法人は
遺贈を受けた不動産や株式を売却したり，不動産を賃貸して公益目的の事業に供することは認
められない。また，その後（２年経過後）に承認要件を満たさなくなった場合（遺贈された資
産を公益目的事業の用に供さなかったり，私的に流用した場合等）は，寄附を受けた法人を個
人とみなして所得税が課税される（措法 ₄₀ ③）ことになる。

２　裁判例紹介
　措置法 ₄₀ 条（みなし譲渡所得の非課税規定）事業供用要件（東京地判平 ₂₂．₂．₂₆，東京高判
平 ₂₂．₈．₂₅，最判平 ₂₄．₁．₂₄（₁₂））
　原告の父は，Ａ財団法人設立に際して株式 ₅₀ 万株を贈与して，措置法 ₄₀ 条１項後段の規定
による譲渡所得の非課税承認を受けたが，原告の父の死亡後，Ａ財団が株式を売却したため非
課税承認が取り消され，原告の父の準確定申告について更正処分（Ａ財団が売却した価額では
なく，生前株式を贈与した時の時価でのみなし譲渡所得課税）を受けたことから，原告が処分
の取消しを求めて提訴した事案（措法 ₄₀ ②）である。
　地裁は，「措置法 ₄₀ 条１項後段により本件特例の適用を受けるためには，措置法施行令 ₂₅
条の ₁₇ 第２項各号の要件を具備する必要があるところ，同項２号は，当該贈与等に係る財産
（寄附財産）が，贈与等があった日以後２年を経過する日までの期間内に，当該法人の当該事
業の用に供され，又は供される見込みであることを定める（事業供用要件）。そして，同号は，
かっこ書を設けて，寄附財産が一定の理由により譲渡された場合であっても，その譲渡による
収入金額の全部に相当する金額をもって取得した一定の代替の資産があるときは，その代替の
資産が，上記の期間内に当該法人の当該事業の用に供され，又は供される見込みであれば，事
業供用要件を満たす旨を規定している。しかしながら，寄附財産を譲渡することによって取得
した金銭自体については，これが（この金銭が（₁₃））当該法人の当該事業の用に供され，又は供
される見込みであったとしても，事業供用要件を満たすとはしていない。これは，①贈与者が
財産を譲渡して取得した金銭を公益法人等に贈与し，これを当該法人がその事業の用に供する
場合と，②財産の贈与等を受けた公益法人等がこれを他に譲渡して取得した金銭をその事業の
用に供する場合とでは，贈与者にとっても，当該法人にとっても，その経済的実質は同じであ
るところ，①についてはみなし譲渡所得への課税が行われてキャピタル・ゲインに課税される

（₁₂）  TAINS コード Z₂₆₀‒₁₁₃₈₈，Z₂₆₀‒₁₁₄₉₄，Z₂₆₂‒₁₁₈₆₁。
（₁₃）  筆者が括弧を加筆。
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ことになるのに，②についてはキャピタル・ゲインに課税されないとすると，均衡を欠くこと
になる点を考慮したものと解される。以上のような措置法施行令 ₂₅ 条の ₁₇ 第２項２号の文言
と，本件特例がみなし譲渡所得課税の例外として規定されているという性格に照らすと，寄附
財産を譲渡し換価することによって公益法人等が取得した金銭自体が当該法人の事業の用に供
されたとしても，事業供用要件を充足することはないと解することが相当である。（₁₄）」と判示
して課税庁の更正処分を適法とした。
　なお，高裁は，「そもそも株式は，その性質上，直接公益事業の用に供することができないも
のの，果実である配当金が継続的に公益事業の用に供されれば，株式そのものが公益事業の用
に供されたものと同視できることから，本件特例（国税庁長官による譲渡所得の非課税の承
認）の適用を受けることができる」と述べているが，この遺贈を受けた株式の発行会社の経営
が悪化し，配当が得られなくなってしまったため，Ａ財団が資金繰りのため遺贈を受けた株式
を売却してしまい，この課税庁の更正処分を受けたのであり，高裁の判示のようにはできなか
った事例である。

Ⅳ　代償分割と換価分割

１　概要
　家庭裁判所は，遺産の分割の審判をするため必要があると認めるときは，相続人に対し，遺
産の全部又は一部を競売して換価することを命ずることができる（家事 ₁₉₄）。これを換価分割
という。この換価分割は，家庭裁判所の審判分割のほか，相続人間の分割協議においても全員
の合意の下に自由に採用することができる。
　また，家庭裁判所は，遺産の分割の審判をする場合において，特別の事情があると認めると
きは，遺産の分割の方法として，共同相続人の１人又は数人に他の共同相続人に対する債務を
負担させて，現物の分割に代えることができる（家事 ₁₉₅）。これを代償分割という。この代償
分割も，家庭裁判所の審判分割のほか，相続人間の分割協議においても全員の合意の下に自由
に採用することができる。
　換価分割は，相続財産の中に換価（売却）する財産がある場合である。現金化して相続人間
で分割する場合に利用されるものである。
　一方，代償分割は，相続財産の中に不動産等があり，これをある相続人が取得し，その代償
として債務を負い，その代償債務を，相続人の固有の財産をもって他の相続人に支払うという
場合に利用するものである。

（₁₄）  条文の番号等は当時のままの記載。
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　遺産の代償分割により負担した債務が資産の移転を要するものである場合において，その履
行として当該資産の移転があったときは，その履行をした者は，その履行をした時においてそ
の時の価額により当該資産を譲渡したこととなる（所基通 ₃₃‒₁ の５）。
　つまり，他の相続人に代償金を金銭で支払うのではなく，自らの資産で代償すると，他の相
続人に時価で譲渡したことになり譲渡所得課税が発生する。
　なお，遺産の代償分割に係る資産の取得費については，以下のように取り扱う（所基通 ₃₈‒
₇）。
　①  代償分割により負担した債務に相当する金額は，当該債務を負担した者が当該代償分割に
係る相続により取得した資産の取得費には算入されない。

　②  代償分割により債務を負担した者から当該債務の履行として取得した資産は，その履行が
あった時においてその時の価額により取得したことになる。

　①は，他の相続人に支払った代償金相当額は，被相続人から取得した不動産の取得費に加算
されず，あくまで，相続税の計算において，相続税評価額から代償金相当額を控除するだけだ
ということである（₁₅）。
　②は，代償として取得した資産の価額は，その時の価額（通常は代償金相当額）になるとい
うことである。
　一方，換価分割で，未分割遺産を換価分割した場合は，法定相続分で譲渡したことになり，
所得税の確定申告期限までに遺産分割協議が成立し，法定相続分と異なる割合で相続すること
が確定した場合には，その割合で譲渡申告をすることができるが，所得税の確定申告期限後に
遺産分割協議が成立し，法定相続分と異なる割合で相続することが確定した場合については，
法定相続分による譲渡に異動が生じるものではないので，相続する物がない相続人も，法定相
続分の割合の譲渡所得の納税負担を負い，更正の請求又は修正申告をすることはできない。

２　裁判例紹介
（₁）換価分割の納税義務者（千葉地判平 ₂₃．₂．₁₈，東京高判平 ₂₃．₉．₂₁（₁₆））
　遺産分割が調わず，家庭裁判所の審判に持ち込まれた途中で，遺産の土地を競売で売却した
後，審判で特別受益があるので今回の分割においては何も取得しないことが確定し，遺産の土

（₁₅） 「請求人は，代償金であっても，譲渡所得の計算上控除が認められるべきである旨主張するが，代償金は，
請求人にとっては相続税の課税価格の計算上控除すべきものであり，遺産分割後の譲渡の際の所得金額
の計算上控除すべきものではない。」との裁決がある（裁決平 ₇．₁．₂₇：TAINS コード J₄₉‒₂‒₁₂）。同様
に，「代償金は取得費にならない」との裁判例（鳥取地判平 ₅．₉．₇：TAINS コード Z₁₉₈‒₇₁₈₈，広島高裁
松江支判平 ₆．₂．₂₅：TAINS コード Z₂₀₀‒₇₂₉₂，最判平 ₆．₉．₁₃：TAINS コード Z₂₀₅‒₇₃₈₀）もある。※
一方，金子名誉教授は「代償金は取得費になる」と主張していた（金子・前掲注（₆）₇₁₈ 頁）。

（₁₆）  TAINS コード Z₂₆₁‒₁₁₆₁₅，Z₂₆₁‒₁₁₇₇₀。
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地の売却代金を受け取らなかった相続人に譲渡所得が課税された事案である。
　地裁は，「売却までに相続分を譲渡したことを証するものがなく，売却時には共有持分を保
持していたと認められる。また，譲渡年の申告期限までに共有持分の分割が決まった場合はそ
の持分で申告を認めているのは課税上弊害がない範囲で便宜を図っているのにすぎず，申告期
限後の更正を認めることは適当ではなく，譲渡した時の持分割合で譲渡所得が課税される」と
判示した。これを不服として納税者は控訴したが，高裁で棄却され納税者敗訴が確定した。
（₂）代償分割が否定され，換価分割とされた事案（横浜地判平 ₃．₁₀．₃₀，東京高判平 ₄．₇．₂₇，最
判平 ₅．₄．₆（₁₇））

　納税者は，「遺産分割協議書には納税者以外の相続人の１人が借地権を取得し，他の相続人
はその代償として金員を受け取るものと記載されているので，代償分割だから分配金には譲渡
所得税が課されない」と主張したが，地裁は，「確かに一見代償分割をしたかのように考えら
れるが，借地権譲渡契約が遺産分割の協議と並行して交渉が行われ，遺産分割協議書への記名，
押印の２日後には売買契約がなされたことなどから，共有財産としての借地権を換価して，そ
の代金を相続人間で分割するという趣旨であった。分割協議が不成立ないし無効の場合でも，
借地権が共有状態で譲渡されたことに変わりはない」と判示し，納税者の主張を退けた。控訴
審，上告審ともに棄却され納税者敗訴が確定した。
（₃）換価分割が否定され，代償分割とされた事案（横浜地判平 ₆．₃．₇，東京高判平 ₇．₁．₃₀（₁₈））
　相続人間で争いがあり，長期間にわたって家事審判も紛糾し，最終的に調停外で代償分割の
遺産分割協議が成立したが，原告が代償金を支払うために譲渡した遺産の譲渡所得の取得費に
代償金が入らないことを知り，実態は換価分割の合意だったとして争った事案である。地裁は，
関係者から事情を聴取するなどして，「本件物件を未分割のまま換価して，その対価を共同相
続人間において分割取得するというのではなく，共同相続人の一部である原告ら４名が本件物
件を取得し，その代償として他の共同相続人である内藤榮子ら４名が原告ら４名から，金銭を
受け取るという内容であったと認められる。」と判示して課税処分を適法とした（高裁も原審
を支持）。
（₄）換価分割が否定され，代償分割とされた事案（東京地判平 ₁₂．₄．₂₁，東京高判平 ₁₂．₉．₂₇，
最決平 ₁₃．₅．₁₄ 上告不受理（₁₉））

　遺産分割の調停書には，原告が遺産の全てを単独相続し，申立人（原告）は相手方ら（他の
相続人ら）に対し，前項記載の遺産を取得した代償として，次の通り合計金 ₆₀₀₀ 万円の支払
義務のあることを認め，これを支払うことが明記されていた。しかし，原告は，代償金が譲渡

（₁₇）  TAINS コード Z₁₈₆‒₆₇₉₇，Z₁₉₂‒₆₉₄₆，Z₁₉₅‒₇₁₁₅。
（₁₈）  TAINS コード Z₂₀₀‒₇₂₉₆，Z₂₀₈‒₇₄₄₉。
（₁₉）  TAINS コード Z₂₄₇‒₈₆₄₀，Z₂₄₈‒₈₇₂₆，Z₂₅₀‒₈₈₉₆。
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所得の取得費にならず原告が取得したとされる金額よりはるかに膨大な金額の譲渡所得が賦課
されるとすれば，原告が決して代償分割による遺産分割に応じていなかったから，それは原告
の意思表示の法律行為の要素の錯誤又は表示された動機の錯誤によるものであり，本件遺産分
割は無効であると主張した。
　地裁は，「本件調停において，原告側の出席者から他の相続人らに対し，本件譲渡により原
告に多額の譲渡所得税が課されないことを本件調停成立の前提とするとの意向が表明されなか
ったことが認められ，また，他の相続人らが右譲渡所得課税を調停の成否と結び付けて意識す
ることはなかったというべきであり，原告が多額の譲渡所得税を課されないことを本件調停条
項に同意する動機として黙示的に表示したともいえないから，錯誤無効とはならない」とし，
「本件調停条項は，遺産分割として他の相続人らが本件不動産を取得し，さらに，他の相続人
らの間の共有物分割として，これを納税者に売却すること（売買）により換価し，その代金を
分割したとみるよりは，その文言どおりに代償分割がなされたとみる方が，金銭を取得するこ
とによって遺産分割に決着を付けたという他の相続人らの認識に合致することが，それぞれ認
められ，これらを総合すれば，納税者は，本件調停条項記載のとおり，本件調停による遺産分
割の結果，他の相続人らに代償金合計 ₆₀₀₀ 万円の支払義務を負担して本件不動産を単独相続
したというべきである。」と判示して，納税者の主張を退けた（高裁も原審を支持）。
　財産分与の錯誤無効事件（東京高判昭 ₆₂．₁₂．₂₃，最判平 ₁．₉．₁₄，差戻審東京高判平 ₃．₃．₁₄（₂₀））
のようには，錯誤無効が認められなかった。
　（₁）から（₄）の裁判例でもわかるように，相続で争いがある場合には，代償分割か換価分割
かによって，誰にどのような場合にいくらの譲渡所得課税が課されるのかを十分に理解したう
えで，そして，後悔しないように，遺産分割の合意をすべきである。

Ⅴ　事例の検討

１　設問１
　前述したⅡの通り，被相続人のマイナス財産が多いとわかっている場合には，相続放棄（民
₉₃₈，₉₃₉）を検討すべきであるが，相続放棄は，債務が他の親族に移っていくというリスクが
ある。プラス財産とマイナス財産のどちらが多いかはっきりしないときは，債務が相続人で完
結する限定承認（民 ₉₂₂）を選択すべきであろう。
　ただし，限定承認の法的な仕組みは時間的な制約もあり，専門家である弁護士に速やかに相
談すべきかと思う。

（₂₀）  TAINS コード Z₉₉₉‒₅₀₀₁，Z₉₉₉‒₅₀₀₂，Z₉₉₉‒₅₀₀₃。
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　そして，限定承認した場合には，被相続人の相続財産に不動産等（不動産や有価証券など）
があると，相続時の時価で被相続人から相続人に売却したとしてみなし譲渡所得が発生し，４
か月以内に準確定申告が必要になる（所法 ₅₉ ①一，₁₂₅）。
　相続債権者に弁済するときには，このみなし譲渡所得税額は優先債権であるので，優先権を
有する債権者の権利を害することのないように弁済しなければならない点を注意すべきである。
　また，最終的にプラスの財産の方が超過している場合は，譲渡所得税の準確定とは別に，相
続税の納税義務が発生する場合（相続税の基礎控除やみなし譲渡所得による準確定申告の納税
額を債務控除してもなお課税価額が生じる場合や，みなし相続財産となる死亡保険金がある場
合）があるのでその点の注意も必要である。

２　設問２
　被相続人の相続財産の調査に時間が必要な場合，すなわち，単純承認，限定承認又は相続放
棄のいずれをするかを決定できない場合には，家庭裁判所への熟慮期間（３か月）を伸長する
ことができる（民 ₉₁₅）が，この限定承認の熟慮期間を伸長したからといって，準確定申告期
限（４か月）まで伸長することはできない。前述したⅡ４（₂）の裁判例の通りである。
　４か月の期限を過ぎてからの申告は期限後申告になり，₁₅％相当額の無申告加算税が課され
る（通法 ₆₆ ①）（₂₁）。税務署からの調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合は，
₁₀％に軽減される（通法 ₆₆ ①括弧書き）（₂₂）。また，法定申告期限から１か月以内に自主的に期
限後申告を行った場合は，無申告加算税はかからない（通法 ₆₆ ⑨）。

３　設問３
　Ⅲで前述した通り，個人から法人へ遺贈すると，原則は，被相続人のキャピタル・ゲインが
法人に引き継がれ，所得税の課税が回避されるのを防止するため，「時価」で法人に譲渡があ
ったとみなして譲渡所得課税（所法 ₅₉ ①一）が生じるが，被相続人は遺言書で菩提寺の宗教
法人に土地を遺贈するとのことなので，この土地が，菩提寺に参拝するための駐車場用地なの
であれば，宗教法人等の本来の公益目的事業の用に直接供され，又は供される見込みであるこ
とになり，国税庁長官の承認を受けてみなし譲渡所得を非課税にすることが可能である（措法
₄₀，措令 ₂₅ の ₁₇ ⑤）。ただし，菩提寺が利用者から駐車料金を徴収する場合や，相続人の相続

（₂₁）  本来の納付額が ₅₀ 万円以下の部分に相当する無申告加算税は ₁₅％で，₅₀ 万円を超え ₃₀₀ 万円以下の部
分に相当する無申告加算税は ₂₀％に，₃₀₀ 万円を超える部分に相当する無申告加算税は ₃₀％にと，高額
な無申告に対して加重負担を課している（通法 ₆₆ ③）。

（₂₂）  本来の納付額が ₅₀ 万円以下の部分に相当する無申告加算税は ₁₀％で，₅₀ 万円を超え ₃₀₀ 万円以下の部
分に相当する無申告加算税は ₁₅％に，₃₀₀ 万円を超える部分に相当する無申告加算税は ₂₅％にと，加重
負担を軽減している（通法 ₆₆ ③括弧書き）。
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税や贈与税の負担を不当に減少させる結果となる場合は，非課税にならないので注意しなけれ
ばならない。

４　設問４
　遺言書があった場合でも，相続人が合意すれば，遺言内容と異なる遺産分割協議をすること
が可能である（₂₃）。受遺者である相談者は，遺贈を放棄しても（相続放棄ではないので）相続人
として遺産分割協議を行うことができる。
　遺産分割の方法には遺産を現物のまま分割する「現物分割」の他に，「代償分割」と「換価分
割」がある。設問のケースは，居住用不動産が相続財産のほとんどとのことなので，現物分割
は無理なようで，代償分割か換価分割かのどちらかを選択することになる。
　居住用不動産を残したいのなら，相談者が居住用不動産を相続して，弟と妹にその代償とし
て，代償金を支払うという代償分割を検討すべきである。
　代償金として相談者所有の不動産を譲渡しようとした場合は，弟や妹への代償金は，譲渡所
得の取得費にはならず，譲渡所得課税が発生する可能性がある。そのため，譲渡所得課税を避
けるためには，代償金を支払う金銭を用意しなければならない。
　一方，相談者が，居住用不動産を相続する気がないのであれば，売却して，売却代金を相続
人３人で分けるという換価分割を検討すべきである。
　相続財産を換価する便宜上，相談者の単独取得にしたとしても（３人の共有名義でも可能），
実態は未分割状態と変わりなく，譲渡所得税は，売却代金の分配割合に応じて共同相続人全員
が負担することになる（ただし，譲渡年の申告期限までに共有持分の分割が決まった場合はそ
の持分での申告を認めている）。
　被相続人と同居していた相談者は，居住用財産を第三者に売却した場合，居住用財産の特別
控除（₃︐₀₀₀ 万円）が受けられるが，弟や妹は同居していないので，譲渡所得課税が生じるこ
とになる。
　そこで，遺産分割協議書を代償分割とし，相談者が単独で居住用不動産を相続した後に，代
償金の支払いのためにこの居住用不動産を第三者に売却するのであれば，居住用財産の特別控
除（₃︐₀₀₀ 万円）がフルに活用でき，その売却代金の中から弟や妹へ代償金を支払うことにな
り，この方法が，相続人３人の手取額の点では最も有利になる。

５　設問５
　相続人は被相続人の不動産を法定相続分で換価分割をしたことになるので，空き家特例の適

（₂₃）  未成年者がいる場合に，遺言書によって，未成年の相続人が成人するまで（５年～₁₀ 年が限度），遺産
分割を禁止することができる（民 ₉₀₈）。
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用を受けることができる。また，所得税の確定申告期限までに遺産分割協議が成立し，法定相
続分と異なる割合で相続することが確定した場合には，その割合で申告することができる。た
だし，所得税の確定申告期限後に遺産分割協議が成立し，法定相続分と異なる割合で相続する
ことが確定した場合は，法定相続分による譲渡に異動が生じるものではないので，更正の請求
又は修正申告をすることはできない。
　空き家特例とは，相続又は遺贈によって主として被相続人の居住の用に供されていた一の建
築物である空き家とその敷地を取得した相続人等（₂₄）が，相続の日から３年を経過する日の属す
る年の ₁₂ 月 ₃₁ 日までに売却した場合，以下に掲げる一定の要件を満たせば ₃︐₀₀₀ 万円（相続
人が３人以上いるときは１人あたりの控除額は ₂︐₀₀₀ 万円）の特別控除の特例を受けることが
できる。その主な要件は下記の通りである（₂₅）。
　① 家屋が昭和 ₅₆ 年５月 ₃₁ 日以前に建築されたものであること。
　② 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
　③ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
　④ 売却金額が１億円以下であること。
　⑤ 家屋を含む譲渡の場合，譲渡日から譲渡年の翌年２月 ₁₅ 日までにその家屋が耐震基準に
適合すること。

　⑥ 敷地のみを譲渡する場合，譲渡日から譲渡年の翌年２月 ₁₅ 日までに家屋を除却すること。
　この特例は，令和５年度改正で適用が４年延長され，令和９年 ₁₂ 月 ₃₁ 日までの譲渡に適用
されることとなっている（措法 ₃₅ ③，④，⑤）。

Ⅵ　結びにかえて

　今回は，相続にあたって，譲渡所得課税が発生するケースを取り上げた。
　まず，その譲渡所得税を試算すべきである。そのうえで，どのように相続をするか，遺言書
の執行の有無や遺産分割協議の仕方を相続人間で話し合うべきである。遺産分割協議は，全て
の相続財産の分割が決まらなければ作成できないものではなく，合意できる相続財産から，随
時分割協議を進めていくべきである。
　遺産分割や相続人・遺産の範囲などに争いが生じている場合，遺産分割協議が成立せず，協
議が決裂することがあるが，令和３年４月 ₂₈ 日に公布され令和５年４月１日に施行された民

（₂₄）  家屋及びその敷地のいずれか一方のみの取得の場合には適用がない。この点に関して，空き家特例の適
用要件の説明や助言指導を怠ったとして，委任事項外であった税理士に，損害賠償責任を認めた地裁事
件がある（東京地判令 ₆．₉．₂（令和５年（ワ）第 ₂₁₀₈ 号））。T&Amaster₂₀₂₅．₃．₁₀ 号 ₂₃ 頁。

（₂₅）  国税庁タックスアンサーNo. ₃₃₀₆ を参照。詳細はタックスアンサーを要確認。
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法の一部改正で，₁₀ 年以内に遺産分割協議が成立しなければ，特別受益や寄与分を考慮した具
体的相続分での相続ができず，法定相続分での相続になる（相続人全員の話し合いによって法
定相続分と異なる内容の合意が成立した場合はこれまで通りその合意は有効）（₂₆）。
　また，令和６年４月１日から，相続登記が義務化（原則，不動産を相続で取得したことを知
った日から３年以内）されている（不登 ₇₆ の２）（₂₇）。
　こうしたことも踏まえて，争族

4 4

になって得をする相続人はいないと思って，速やかな相続に
努めるべきではないだろうか。

（₂₆）  民法第 ₉₀₄ 条の３　前３条の規定は，相続開始の時から ₁₀年を経過した後にする遺産の分割については，
適用しない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，この限りでない。

  　一　相続開始の時から ₁₀ 年を経過する前に，相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
  　二　相続開始の時から始まる ₁₀ 年の期間の満了前６箇月以内の間に，遺産の分割を請求することが

できないやむを得ない事由が相続人にあった場合において，その事由が消滅した時から６箇月を経過す
る前に，当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。（令三法二四・追加）

  　また，改正民法における経過措置もある。
（₂₇）  遺産分割が長期間に及ぶ場合は「相続人申告登記」という方法もある（不登 ₇₆ の３）。
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